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平成２５年度各会計決算審査特別委員会（第２日目）

◎ 招集年月日 平成２６年９月２５日（木）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２６年９月２５日（木） 午前 ９時３０分

◎ 閉 会 日 時 平成２６年９月２５日（木） 午後 ４時００分

◎ 出 席 委 員

１番 西 山 和 夫 ７番 谷 口 康 之

２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

３番 松 井 盛 泰 ９番 森 永 勉

５番 敦 澤 良 子

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 真

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 松 崎 輝 幸

湯 ノ 里 保 育 所 長 福 井 誠一郎

産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

出 納 室 長 藤 谷 亘

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 大 館 光 晴

高 校 事 務 長 田 中 志津夫

スポーツセンター長 上 村 政 美

（給食センター長） 大 館 光 晴

代 表 監 査 委 員 村 上 壽

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 係 長 上 野 真 吾
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平成２５年度決算審査特別委員会議事日程

（第２号） 平成２６年９月２５日（木）午後 ９時３０分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 認定第１号 平成２５年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ２ 認定第２号 平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第 ３ 認定第３号 平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第 ４ 認定第４号 平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計歳入

歳出決算認定について

第 ５ 認定第５号 平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

第 ６ 認定第６号 平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

第 ７ 認定第７号 平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

について

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 委 員 長（森永 勉）

それでは、皆さん、おはようございます。

昨日の会議に続きまして、引き続き２５年度の決算審査特別委員会を開催致します。

只今の出席委員数は７人であります。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

● 認定第１号 平成２５年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について

◎ 委 員 長（森永 勉）

日程第１、認定第１号、『平成２５年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について』を

議題と致します。

昨日に引き続きまして、審査を行いますが、昨日、決算内容の説明が終わっております

ので、これから主要施策事業等について、各課毎に担当課長から説明を求めます。

歳入については、決算書附表と説明が重複しますので、省略することに致します。

それでは、総務課、生活福祉課、産業振興課、建設水道課、教育委員会の順序で説明を

願います。

最初に総務企画課関係の説明をお願いします。

総務企画課長。
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◎ 総務企画課長（手塚恵一）

１ページをお開きいただきたいと思います。総務企画課関係であります。

２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費、庁舎耐震改修事業につきましては、耐

震改修工事を実績額２億２，０１８万５千円、財源につきましては、緊急防災減災事業債

を２億１，２００万円を充当し、実施したところです。また、木質バイオマスボイラー施

設等実施設計業務では、バイオマスボイラー実施設計を８１９万円、木質資源貯蔵施設測

量業務を３１万５千円、補助事業を活用し実施したところです。

６目企画総務費、ふるさと創生事業では、交流事業６事業に対し８９万円、うち今別町

との交流事業は３事業で２１万８千円、また、研修視察事業は１事業に対し４３万６千円、

町で企画し実施する事業では、３事業に対し８２８万２千円となっており、うち中学高校

生の海外派遣研修は７７８万２千円であります。新規起業等支援事業では、３事業に対し

１３７万１千円となっており、総額１，０９７万９千円の実績であります。なお、財源は

過疎債を充当しております。

８目広報誌、広報しりうち発行事業として１２か月分１２９万５千円の実績で実施して

おります。

１１目地域会館管理費、町内会館改修工事では、元町町内会館の外壁改修工事４３５万

８千円、上雷生活改善センター屋根葺替工事は１５７万５千円でそれぞれ実施しておりま

す。また、町内会館備品購入では、中ノ川町内会から涌元町内会まで、５町内会にテーブ

ル、椅子、ガステーブルを合計２０９万１千円で整備しております。更に町内会館耐震診

断では、涌元漁村環境改善センターの耐震診断を２４９万９千円で実施し、補強の必要が

ないとの結果になっております。

１２目自治振興費、知内町コミュニティ整備助成事業では、中ノ川町内会の室内音響設

備一式４６万９千円から、きらく町内会の記念誌作成２０万５千円まで６町内会、合計１

１８万５千円の事業費助成となっております。また、防犯灯新設工事では前浜地区２８箇

所で４０万１千円の実績であります。

次のページをお開きいただきたいと思います。同じく１２目自治振興費、小谷石自立再

生対策事業では、観光協会によります小谷石満喫ツアー２１万３千円、岩手県への小谷石

町内会視察研修を８７万４千円、観光協会による小谷石ＰＲサイト作成事業として４２８

万８千円でそれぞれ実施をしております。財源は総務省の交付金４００万円を活用してい

るところです。また、小谷石お試し暮らし住宅の改修事業では、住宅改修と備品購入合わ

せまして３９５万６千円で実施し、財源は道の地域づくり総合交付金を一部充当しており

ます。自治総合センターコミュニティ助成事業では、中ノ川町内会の太鼓、半纏等購入事

業に２２０万円の助成実績で、財源は全額同センター助成金となっております。

７款１項商工費、４目公園管理費、墓地造成工事では、墓地造成６０区画を事業費２，

６８０万４千円で実施をしております。

８款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費で、公営住宅長寿命化計画策定では、今後の

改修に国庫補助金を活用するため、計画策定業務を２７３万円で実施をしております。財

源につきましては、２分の１が国庫補助となっております。

９款１項消防費、２目災害対策費、防災用備蓄資材では、年次計画で整備をしておりま

す毛布２００枚を記載の４町内会へ、また、避難所用、非常用飲料水及び手提げ付き飲料

水袋を整備しておりまして、合計１４４万６千円の事業費となっております。避難路標識

設置工事では、町内６２箇所８０枚の標識設置を１６４万８千円で実施。防災行政無線修

理では５０万８千円で、無停電電源装置、それとハードディスクの修理を実施しておりま



- 4 -

す。防災行政無線設備保守点検委託業務では、基地局中継局設備等設備の保守点検を１８

１万９千円で実施をし、また、全国瞬時警報システムの設備保守点検業務では、２２万円

の実績となっているところです。以上で総務企画課関係の説明を終わらせていただきます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に生活福祉課関係、生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

生活福祉課の関係につきましては、３ページから７ページまでです。

３ページであります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で福祉灯油購

入費助成事業であります。これにつきましては、７０歳以上の高齢者世帯等に５千円の灯

油助成券を交付するもので、３１２世帯に交付しており、金額は１５９万円となっており

ます。

次に３目の老人福祉費で高齢者の生きがいと健康づくり推進事業として、高齢者の集い

ほか２事業で合計２７６万４千円となっております。温泉施設入浴優待事業でありますが、

７５歳以上の高齢者等に優待券を贈呈するもので、４５９人が申請しております。事業費

は１４５万８千円で、このうち後期高齢者広域連合の方から補助金として１１１万７千円

を助成していただいております。次に老人福祉施設措置事業として、七飯町養護老人ホー

ム好日園に１名が入所して１６８万３千円、うち入所者負担として１０２万５千円となっ

ています。高齢者屋根雪下ろし助成事業につきましては、２４年度一部内容を変えたので

すが、３人の利用で９万３千円となっております。

次に４目の心身障害者特別対策及び母子等福祉費で、障害者自立支援給付費として居宅

介護から補装具の交付まで総額で８，７６２万１千円の支出となっております。障害者医

療費給付事業につきましては、１２名で１７０万円となっております。次に地域生活支援

事業でありますが、日常生活用具給付ほかで１７４万４千円となっております。母子会運

用資金貸付事業につきましては、町の母子会に貸付５０万円を実施しております。

次に４ページであります。重度心身障害者医療給費事業でありますが、給付対象につき

ましては、重度一般５２名、障老９５名、助成医療費等２，７６０件で１，１２０万６千

円となっております。ひとり親家庭等医療給付事業でありますが、母・父６２名、子ども

９０名、８８３件で１７９万９千円の助成医療費等になっております。

次に５目介護保険費で、地域支援事業でありますが、外出支援サービス事業として利用

者９８名、延べ利用回数２，７１８回で事業費は４００万円となっております。また、除

雪サービス事業につきましては、４９世帯延べ利用回数１，７２３回で事業費は８５万円

となっております。次に介護サービス利用者負担軽減事業につきましては、延べ利用者数

５６０人、減免額３４万９千円となっております。

２項児童福祉費の１目児童福祉総務費の子育て支援交付金支給事業でありますが、５万

円の支給で３０名の対象者、事業費１５０万円となっております。これは過疎債を充当し

てございます。子ども医療費助成事業につきましては、対象者は中学生まで無料で、受給

対象者、就学前が２０３名、就学児童生徒で３００名が対象となっております。事業費が

１，７５３万７千円のうち、このうち過疎債１，２３０万円を充当してございます。

次に２目の児童措置費で、知内町学童保育事業でありますが、入所児童３２名、開設日

数２８７日で２８９万２千円となっております。

次に５ページでございます。知内保育園委託事業につきましては、７５名で６，２２２

万１千円、木古内町の永盛保育園委託事業として３名、３５６万３千円、木古内保育園委

託事業として３名、２０６万３千円となっております。児童手当については、事業費６，
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８４６万５千円となっております。

次に４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費であります。母子保健事業で妊産婦健康

診査からキッズ食育教室まで、それぞれの事業を実施し、３４２万３千円の事業費であり

ます。次に予防接種事業でありますが、不活化ポリオからロタウイルスまでの事業で、事

業費１，００９万６千円で、過疎債８０万円を充当しております。

次に６ページであります。保健事業でありますが、生活習慣病健診から脳健診までそれ

ぞれ事業費を実施し、事業費は６９８万４千円となっております。結核検診事業につきま

しては、６２名の受診で４万９千円の事業費です。

次に３目の環境衛生費で蜂巣等駆除事業でありますが、２０１件２６８の巣を駆除し、

９万８千円の事業費であります。墓地管理事業については、町内５箇所に業務委託をし、

１０万円の事業費であります。木古内火葬場利用料負担金につきましては、維持管理費運

営負担金と火葬場使用料を含めまして、７３４万７千円の事業費となっております。

次に４目の診療費で湯ノ里診療所運営事業でありますが、事業費１，６４５万２千円と

なっております。この中には診療所解体工事費２５２万円も含めてございます。

次に７ページであります。２項清掃費、１目の清掃費でありますが、塵芥処理事業につ

きましては、ごみ袋証紙購入代が２７８万４千円、ごみ売却手数料が３１万４千円、塵芥

処理委託料が２，１２２万８千円で、事業費２，４３２万６千円となっております。次に

渡島西部広域事務組合負担金につきまして、塵芥処理関係３，８７３万１千円、し尿処理

実績１億２，０８８万９千円で、この事業費の中では、汚泥再生処理センター設備負担金

１億９３４万円を含んでおります。事務局費７６１万２千円で、事業費１億６，７２３万

２千円となっております。最後に渡島廃棄物処理広域連合負担金でありますが、可燃物ご

み１，２２５ｔの処理で６，５５１万９千円となっております。以上で生活福祉課の説明

を終わります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に産業振興課長関係、産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

産業振興課関係についてご説明致します。８ページです。

５款１項１目労働費、季節労働者健康診断事業では、就労前健康診断の１８名に対する

助成で７万２千円の実績です。次に緊急雇用創出推進事業では、知内町地域材利用推進事

業に雇用人員３名で２９６万６千円、知内町水産業活性化推進事業に雇用人員１名で２７

１万３千円、木質資源供給体制整備事業に雇用人員２名で７２１万円の実績です。次に新

規高卒者雇用奨励助成では、実績はありませんでした。

続きまして、６款農業水産業費、１項農業費、３目農業振興費、国営造成施設管理体制

整備促進事業では、国営土地改良施設に付帯する道営・団体営土地改良施設維持管理費の

土地改良区への助成へ４６８万５千円の実績です。次に土地改良施設維持管理事業では、

土地改良施設の維持管理費及び補修費のうち国営造成施設管理体制整備促進事業での対象

分を除く一部助成で、２４万１千円の実績です。次に農業生産基盤整備事業では、団体営

事業で実施した幹線排水路道路の償還費助成として７２７万７千円の実績です。次に国営

土地改良事業の知内ダム償還事業では、平成２５年度元利償還金が７，７１９万１千円と

なっております。

次に地域づくり総合交付金事業では、ニラ栽培用ビニールハウス４２棟と温風機１６台

の設置費助成として１，４００万円の実績です。次に施設園芸栽培拡大事業では、新規就

農者１名のニラ栽培用ビニールハウス６棟と温風機２台の設置助成として７７万３千円の
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実績です。次に新規就農青年就農給付事業では、新規就農者に対する給付金で、１経営者

当たり年額１５０万円の給付となりますが、実績としましては、１経営者への支給１５０

万円となっております。次に農地・水保全管理支払交付金事業では、農村地域の農地や水

・環境等を守る活動をする組織に対して助成するもので、実績としましては、中ノ川地区

の組織を対象として１２万４千円を助成しております。次に経営体育成支援事業補助金で

は、地域の中心的経営体が融資を受けて、農業用機械を導入するものに支援補助として８

５１万８千円の実績です。次に木古内町の幸連牧場装置開発更新事業助成金では、幸連牧

場の草地更新にかかる助成としまして１５０万円の実績です。

続きまして、９ページです。４目農地費、道営農業農村整備事業では、食料自給率の向

上、貢献に資する戦略作物の生産拡大を図るため、農地の整備を積極的に取り組めるよう

農家負担について特例的な軽減策として１，０１７万８千円の助成実績です。

次に平成２４年度繰越明許費として、農業体質強化基盤整備促進事業では、重内地区の

農業用排水路２０３ｍで、５３９万７千円の実績です。同じく繰越明許費として、道営農

業農村整備事業では、７３４万４千円の助成実績です。

次に７目知内ダム管理費、基幹水利施設管理事業では、知内ダム運転操作管理等業務委

託一式ほかを９０２万１千円で実施しております。

続きまして、２項林業費、２目林業振興費、町民植樹祭では、知内高校グラウンドにお

いて町民等２２６名が参加して、アオダモ等を植樹、１２１万４千円の事業費です。次に

森林情報管理システム整備事業では、森林計画計画図や航空写真等のデータの一元管理を

図るためのシステム整備費として１５７万５千円の実績です。次に木質バイオマス調査研

究委託事業では、資源の保存料は公共施設熱源利用等基礎調査委託料として５７７万５千

円の実績です。次に林道改良事業では、尾刺建川線とムジナ線の補修等として３２９万７

千円の実績です。次に森林整備対策事業では、民有林の森林整備を推進するため町の上乗

せ助成を実施していまして、４８８万２千円の実績です。次に知内町地域材活用住宅助成

事業では、住宅等１１件に対しまして５５６万２千円の実績です。

続きまして、１０ページです。３目造林事業費、町有林整備事業では、下刈り間伐等で

１，９４２万５千円の実績です。

次に４目水源林造成事業費、水源林造成事業では、除間伐等で４８３万円の実績です。

続きまして、３項水産業費、２目水産振興費、資源培養管理型漁業試験事業では、ナマ

コ試験礁効果調査等に２２６万２千円の実績です。次に沿岸漁業資源増大対策事業では、

エゾアワビ人工種苗放流１万個に対しまして５６万２千円の実績です。次に漁場管理事業

では、密漁監視等の投光機電気料等の助成に１，１６２万円の実績です。次に水産物販路

拡大推進事業では、大漁まつり等の開催に対しまして３１８万２千円の実績です。次に農

林漁業セーフティーネット資金利子助成では、平成２４年度海水以上高水温によるホタテ

稚貝などのへい死に伴う漁業者支援として１３万円の実績です。次に沿岸漁業経営改善資

金利子助成では、養殖漁業への転換等による設備・資材等の購入にかかる支援として３３

万円の実績です。次に漁業収入安定対策事業では、特定養殖共済・漁獲共済加入にかかる

一部助成として５４７万円の実績です。次にカキ畜養海水殺菌装置整備事業では、紫外線

殺菌装置とオゾン殺菌装置の導入に対しまして３５５万８千円の実績です。次に地域づく

り総合交付金事業では、養殖施設やウニ養殖籠の整備に対して２，１５５万６千円の実績

です。次に水産多面的機能発揮対策事業では、藻場保全活動の実施等に対しまして２万円

の実績です。

続きまして、１１ページです。平成２４年度繰越明許費として農山漁村活性化プロジェ
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クト支援事業では、上雷地区えん堤に設置しました魚道工事等に１，９９０万８千円の実

績です。

続きまして、７款１項商工費、２目商工振興費、商工振興指導助成事業では、知内商工

会に対しまして７２８万７千円の助成実績です。次に知内町中小企業振興のための保証料

助成事業では、２件で２万４千円の実績であります。次に地域産業資源活用促進事業では、

地域の一次産業と連携した商工業の振興と観光振興の推進で札幌での知内ブランドバザー

ルの開催経費等に対しまして３４５万３千円の実績です。次に地域活性化イベント支援事

業では、サマーカーニバルｉｎ知内とカキニラ祭りの実行委員会へ合わせて４６２万円の

助成実績です。

次に３目観光費、自然公園美化清掃事業では、公園内の清掃にかかる経費として１４万

４千円の実績。次にイカリカイ駐車公園管理業務では、駐車公園内の清掃経費として５４

万６千円の実績です。次に都市と地方との交流推進事業では、物産展２回、料理講習会２

回及び食育フェア等の開催に２６４万８千円の実績です。

次に６目健康保養センター管理費、健康保養センター管理委託料１，７００万円のほか、

設備保守点検施設補修等経費を含め管理費として２，２１６万８千円の実績です。以上、

産業振興課の説明を終わります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に建設水道課関係、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

建設水道課でございます。それでは、１２ページをお開きください。

８款土木費、１項土木管理費、２目下水道整備費で、浄化槽設置補助事業、浄化槽９基

１，０９１万円で実施しております。

２項道路橋梁費、２目道路維持費で除排雪の委託費２，８８８万１千円。町道路面性状

調査委託で町道３２．８ｋｍを２８８万８千円。町道の舗装補修工事等を８５１万６千円

で実施しております。３目橋梁維持費では、橋梁長寿命化事業としての上ノ沢橋・前浜橋

の調査設計と前浜橋と２号橋の補修工事１，７４９万３千円で実施しております。

４目道路橋梁改良工事費では、町道湯ノ里・稲荷線交通安全施設設置工事で２，１２３

万７千円。町道森越稲荷線改良舗装事業として調査・設計、道路工事合わせまして２，３

７６万２千円で実施しております。

３項河川海岸費、１目河川総務費では、準用河川フキリ川ほか河道掘削工事費では、準

用河川フキリ川ほか河道掘削工事３８８万５千円で施工致しました。以上で説明を終わら

せていただきます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に教育委員会関係、教育委員会次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

１４ページをお開きください。１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費の奨学資

金貸付事業ですが、高校生から大学生まで合計１６名の生徒に教育振興基金より４９８万

円を貸付けしております。次に英語教育推進研究事業ですが、小学校での英語教育の進め

方や実践について調査・研究するため、平成２４年度から英語教育の特例校として指導方

法に関する研究や発表及び指導書の作成等４４万５千円の事業費により実施致しました。

次にインクルーシブ教育システム構築モデル事業ですが、文部科学省指定事業として平成

２５年度から３か年の委託事業として実施しておりますが、共に生きる共生社会の実現の

ための教育システム及びその環境整備のため、そして、障害者への就学や就労支援、さら
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には、教職員や支援員への研修会等を全額国庫委託金２９３万８千円で実施しております。

次に教員住宅解体事業ですけれども、雷公神社手前の教員住宅木造平屋建３棟の解体を事

業費２９４万円で実施しております。

次に給食センター施設整備事業ですけれども、改築当初に設備致しました業務用の冷蔵

庫・冷凍庫が経年劣化により使用困難となり、各１台１５３万１千円で更新しております。

次に２項小学校費、１目学校管理費、特別支援教育支援事業ですけれども、きめ細かな

教育を実践するための支援員を配置する事業であります。小学校３校に５名配置で４０４

万７千円となっております。なお、高等学校では、１名配置で２１８万２千円、幼稚園で

は、４名配置４０４万２千円とそれぞれ支援事業を実施しております。次に学校施設整備

事業では、湯ノ里小学校プールの屋根３３３㎡を張替事業ですけれども、３５７万円で実

施しております。

次に３項中学校費、１目学校管理費で学校施設整備事業としてサッカー場の維持補修工

事を１０２万３千円で実施。また、スクールバスの更新では、事業費１，８４２万８千円、

うち国庫補助金として２５０万円、過疎債１，４８０万円により更新をしております。次

に生徒用の机・椅子更新事業ですが、平成２４年度から３か年で計画的に更新しておりま

して、昨年度に引き続き４５セット、７８万５千円で整備致しました。

次のページをお開きください。４項高等学校費、１目学校管理費で、バス通学生徒への

交通費の助成事業として３０３万１千円、また、特色ある学校運営の１つとして、進学を

目指す生徒への学力向上対策としてアカデミックサテライト事業を１９８万円、合計５０

１万１千円で実施しておりまして、このうち特定財源として４９０万円は過疎債を充当し

ております。また、部活動や町民の陸上競技の活性化のため夜間照明灯５基を設置致しま

して、事業費は４０９万５千円となっております。教員住宅解体工事では、旧高校の住宅

２戸１９４万３千円で実施しております。更に中学校と同様に生徒用机・椅子８０セット

を更新しております。事業費は１３９万５千円となっております。

次に５項幼稚園費、１目幼稚園管理費ですが、遊戯室の屋根５３０．８㎡の葺替工事を

２３７万３千円で実施しております。

次に６項社会教育費、１目社会教育総務費ですが、文化・スポーツ振興事業助成では、

文化事業関係３件、スポーツ振興事業１５件、合計５９２万５千円を助成し、そのうち５

９０万円は過疎債を充当しております。次に放課後子どもプラン推進事業ですが、町内３

小学校において華道、書道、ミニバレーなど年間４０日程度、事業費１１１万１千円で実

施しておりまして、このうち３分の１にあたります７４万円は道補助金が充当されており

ます。

次に２目公民館費では、中央公民館の整備事業として南側の外壁４９０㎡につきまして、

改修及び塗装工事を６０９万円で実施し、財源としては電源立地施設維持基金を充当して

おります。また、施設整備として椅子３６０脚及び収納用台車１８台、合計１９７万４千

円で購入整備しております。また、ふれあい工房の外壁２９７㎡につきましても、防水補

修工事を３０９万８千円で実施致しました。

次に３目郷土資料館費、町史編纂委託事業ですが、平成２１年度から５か年にわたり実

施しておりますが、平成２５年度は発刊に向けた取りまとめ作業と致しまして、委託費３

６万円で実施しております。

次のページです。７項１目保健体育費では、スポーツセンターの屋上非常用階段の改修

を２２５万８千円で実施、また、２目町民プール及び子ども交流センター建設事業費では、

木材を活用した設計プランをコンペ方式で公募致しまして、５社分の報償費並びに外部審
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査委員への謝金、合わせて１１１万８千円。並びに実施設計委託費として１，９９５万円、

財源は過疎債１，９９０万円を充当して実施しております。なお、第一町民プールの解体

工事を１，１９９万１千円で実施しております。以上で教育委員会関係の説明を終わらせ

ていただきます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

主要施策事業等の説明が終わりました。

これから質疑を行いますが、質疑の方法は歳出の方から先に各課毎に行い、次に歳入は

一括質疑を行いたいと思いますので、ご了承をいただきたいと思います。

ここで説明員の入替えをお願いします。

これから質疑を行いますが、決算書の事項別明細書及び主要施策事業の質疑については、

必ず資料のページを示して質疑をされるようお願いを致します。

最初に総務企画課関係の質疑を行います。１款議会費、２款総務費の３項戸籍住民登録

費を除く総務費、７款商工費の４目公園管理費、９款消防費、１２款公債費及び１３款予

備費です。主要施策説明資料については、１ページから２ページまでの質疑を行います。

質疑をいただきます。ありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

１ページのふるさと創生事業の部分で、今回、平成２５年度で新規お土産・お菓子の開

発とかそういう形のものがあったんですけれども、その結果というものがですね、実績報

告書を見ますと、スリーエスさんとかの形で、道の駅やこもれび温泉で販売する形ともう

１つは、竹田さんですか、その方がやっている、その辺の結果の部分で、どのような形で、

そして、今後の展開はどのような形で町としても支援なり、それから指導していくのか、

その辺ちょっとあるようでしたらお知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今の昨年度の９月の定例会で補正をいただきまして、募集をして開始をしました新規

起業等支援事業についてであります。今のお話のとおりですね、お土産の方、２件、竹田

さんのクッキーですね、それとスリーエスのちちかみ餅、これは知内のカボチャを使った

新しいお菓子ということで、それぞれ開発をされて、既に今年の３月あたりから販売を開

始されております。具体の数量の方は、こちらではまだ把握をしておりませんけれども、

それぞれ販売に向けていろいろな対策も取られていますし、例えば、道の駅でですね、そ

の辺を売られていて、好調で売れているというようなお話は聞いておりますが、ただ、具

体にですね、いくら何個売れているという数値はまだこちらでは把握しておりませんでし

た。それと、もう１件、道南スギの乾燥システムの方はですね、木工組合とあと松田林業

さんが四国の新しいスギの乾燥の仕方を見学しながら、更に町の木材を送り込んで乾燥の

試験研究をされたということを伺っております。それらの研究活動が実ったということ、

直接の因果関係ということは別に致しましても、松田さんの方でですね、それらの見学の

結果を受けて、全く同じ方式ではないそうですけれども、新しく乾燥機を導入して、道南

のスギの活用に向けた乾燥体制も整備されたというふうに伺っております。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）
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わかりました。木材の方はわかったんですけれども、お菓子の方ですね、こもれび温泉

だとか、道の駅で販売をしているということは理解しましたけれども、この前ですか、町

長も出ていただいたんですけれども、我々の道南の危険物安全協会のブロック会議、うち

の町でやったんですけれども、そのときに視察として、北電さんと三洋さんに伺った経緯

があるんですよね、そのときに、三洋さんに伺ったときに、うちの三洋さんの品物をＰＲ

方々買ってくださいということで、売店の方に寄らせてもらって試食した経緯があるんで

すね、そのときにある会長さんたちの方からこういうものがあるんだけれども、知内のお

菓子とかそういうもの売っているところないんですかということで、ここでもお菓子売っ

てないのかなと疑問の声が出たものですから、もしできたらですね、これからのことを考

えまして、やっぱり三洋さんの部分でのああいう直売店を持っているものですから、そう

いう形で、三洋さんとかいろいろな形で連携をして、そういうものも扱ってもらうという

こともちょっと考えてもらうことできないのか、お互いに民間同士ですけれども、そうい

う形で町がそういうものを仲介して、そういう形で実現してもらうことができないのかと

思うんです。その辺ちょっと検討してもらうことができないのか、まず、来年の予算みた

いな形になりますが、どうですか、考え方は。

◎ 委 員 長（森永 勉）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

ご説明申し上げます。今、７番委員さんのお尋ねでありますけれども、例えば、三洋さ

んの売店、そして、駅前の方にもほかの民間企業の売店がありますけれども、そういう中

で、例えば、お菓子類の取扱いもというようなお話でありました。これにつきましては、

いろいろご相談申し上げながらというふうに進めることができればというふうには思いま

すけれども、例えば、三洋さんであれば、三洋食品さんの直売店でありますから、そこに

他社製品を持ち込むということが果たしてどうなのかということ。町の物産センターみた

いなところであれば別ですけれども、そういうことからいくと、少なからず難しさはある

のかなというふうには思っています。特に三洋さんにしても駅前地区にある他社の直売店

にしても、それぞれ水産加工品を主に扱っているというところでありますから、そこに菓

子類を持ち込んで販売が果たしてどうなのか、これはそれぞれの事業者ともちょっと相談

を申し上げながらというふうにはしてみたいというふうには思っています。ただ、今、物

産館の関係で申し上げますと、お菓子、今回、スリーエスと竹田さんという個人の方でお

菓子を製造販売している方、それぞれこの事業で実施したわけですけれども、物産館ご覧

になっていただいてわかるとおり、今、生鮮品少し置いていますけれども、菓子類のどう

しても品ぞろえ、ラインナップがうちの場合弱いということもありまして、できるだけ民

間企業等にも声替えをしながら、それらのものを開発して、ラインナップを少し整えなが

ら、できうればネット販売なんかも今後できれば仕向けていってみたいなというふうに考

えています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。ほかに。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

ちょっと大気汚染の部分の測定の部分とそれからもう１つ、１ページの防犯灯の新設工

事の部分でちょっとこの２点ほどお伺いしたいんですけれども、予算委員会のときにもお

話した経緯があるんですけれども、うちの町としては、北電さんの方からの形でＳＯ２で
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すか、こういう形とかいろいろな形で年間きちんと測定をしているんですけれども、今、

問題になっているのが、ＰＭ２．５ですね、予算委員会のときもお話した経緯があるんで

すけれども、こういう形で段々、新聞報道とかを見ますと、結構大きな被害が出ていると

いう形で報道はきたんですけれども、今年に限りますと、旭川とか北海道でも警戒して家

の中に待機してくださいというような、春先にそういう報道も出ましたものですから、や

はりこれらも日本全体の大きな問題になってくるのかなということで、これからですね、

そういう形でもしできるのでしたら、こういう装置も活用して、ＰＭ２．５とか、そうい

うものを測るような形のもの、それと自前でもしやれるようでしたら、どのような形で、

もしできるかできないかわかりませんけれども、町として検討してもらうことはできない

のかなということで、まず、それを１点お伺いしたいと思います。

それから、防犯灯の新設なんですけれども、今回新設で４０Ｗのやつ２８個になってい

るんですけれども、前浜の方では、新設という形で８８個になっていますよね。これが増

えた形で理解していいんですか。それとも、既存のものをただ球を取り替えたという形で

理解した方がよろしいですか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。まず、大気汚染のＰＭ２．５の測定の関係なんですけれども、確かに

新聞報道等、今年は道内でも結構な濃度の数値が測定されております。ただ、今、道の方

では、道内何か所か基準を設けて測定をしておりますので、うちの町としては、そちらの

数値を参考にさせていただきたい。うちの町の近くでは、函館で今、測定をしております

ので、改めて町で測定器を用意してというのは、今、現在はちょっと考えてはおりません。

それと、前浜地区の防犯灯でありますけれども、町内会の方より何とかもう少し明るい

防犯灯をという要望がありましたので、球の交換ではなくて、新たに防犯灯を設置したと

いうことでご理解いただきたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

測定の方はなかなか難しいということはわかったんですけれども、前浜の防犯灯の増設

という形で理解してよろしいですね。それはわかりました。ただですね、前我々が議会報

告会で上雷の方に入ったときにですね、上雷の方から、確か実績報告書を見ますと、上雷

が一番少なく６０箇所かそのくらいしか付いていないんですけれども、その辺について、

国道淵の外灯を増設してほしいということと、歩道を付けてほしいということを我々の方

の議会報告会で要望を受けたんですけれども、その辺について、上雷の方からそういう形

の要望とか、そういうものはまず上がっていないのか、確認のためにお願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。上雷の方からの防犯灯の増設については、私の方ではちょっと把握し

てございません。あとで確認しますけれども、町の方には多分、毎年、予算要求前にです

ね、各町内会から町内会要望上げていただくのですが、その中には入っていなかったと思

います。防犯灯の関係については。ただ、今、そういうお話がありましたので、町内会の

方にその辺は確認をしながら、次年度の予算編成に盛り込めるものであれば、盛り込んで
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いきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

わかりました。是非ともそういう形でご検討をしてもらいたいなと思います。ただです

ね、今回、私が言ったのは、この前、道内でですね、高校生の方と高齢者の方が自転車同

士で衝突事故が起きて、女性の方が亡くなったという経緯がありましたね、そのときの原

因がやはり外灯がなくて、歩道が片側しか付いていないから、お互いにそれを対面同士で

夜だったものですからそれをわからないで当たって死亡事故が発生したということがある

ものですから、できればですね、地元の上雷もそうでしょうけれども、うちの町全体のそ

ういう形のものをある程度、もう一度、町として点検をしてですね、できれば、そういう

形のないものというか、整備できるものであれば、きちんとしたものを整備してもらいた

いということなんですけれども、どうでしょうか、考え方。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。町の方と致しましても、町内会からの防犯灯、防犯上もそれから今お

っしゃいました交通事故対策上も重要なので、暗いので何とかという町内会、いろいろ要

望がありまして、実は今年度につきましては、涌元地区、それから湯ノ里地区、それぞれ

防犯灯、明るいＬＥＤ化の方に更新等してございます。今後も各町内会とその辺、協議し

ながら、できるものについては、随時実施していきたいと思っております。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今ＬＥＤ化の話が出たんですけれども、私もですね、去年、前浜で水銀灯というものに

なっているんですけれども、できればそういう形のＬＥＤ化というものをどんどんどんど

ん球１個、結構高額なものですけれども、将来的にこっちの方がずっと経済的なメリット

が発生するのではないかと思うので、その辺についても是非ともよろしく検討お願いした

いと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

答弁いいですか。

◎ ７ 番（谷口康之）

あるようでしたら。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですね。ほかに。総務企画課関係。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

まず、不納欠損の個人町民税２３万９千円と固定資産税１７万７千円ということであり

ますけれども、執行停止から不納欠損に至るまでのそれまでの経過、財産調べ等もしたん

だろうと思いますけれども、どういう状況だったのか、まず、１点お尋ねします。それと、

税に関連してなんですけれども、知内町債権管理に関する条例できました。その中で、昨

年、渡島滞納機構のあり方をどうするのかという話の中で、必要なときにみんな集まって

作った団体なので、急に脱退というわけにもいかないだろうという中で、随時、協議をし

て、どういう方向で進めていくべきなのか、最終的に検討したいという、昨年の答弁あり



- 13 -

ましたけれども、その後、どういう状況になっているのか、２点お尋ねします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。まず、不納欠損の関係ですけれども、平成２５年度不納欠損を行った

ものについては、平成２２年度の際に財産調査等を行いまして、処分停止を行ったもので

あります。それで、状況が変わらないということで、平成２５年度に不納欠損をしたもの

であります。件数につきましては、６件になっています。それと、債権管理条例の関係だ

ったのですが、債権管理条例の関係の債権の一括管理の関係ですけれども、平成２６年度、

税の方で滞納整理システムを導入することとしております。これは税だけではなくて今、

議員おっしゃるとおり他の債権につきましても管理することができますので、その辺はそ

のシステムの中で一括管理できないかということで、今、部内で各担当課集まって協議を

しているところです。方向としては、多分、滞納管理システムの中で、一括管理はするこ

とになるということで、今、進めています。すみません。ちょっと質問の趣旨を間違って。

滞納整理機構との関係。申し訳ございません。もう一度、質問趣旨おっしゃっていただい

ていいですか。滞納整理機構との関係ではないですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

滞納整理機構に委託して、税の徴収を図っている部分ありますよね、町で条例を整備し

て、それらで今度、対応できるんだろうという話の中で、じゃあ、今あるその機構の組織

をどうするんだと、脱退するのかという話。それで、いろいろ今すぐ脱退はできないとい

うことなので、随時協議をして方向性を見いだすという話だったので、その後どうなった

のかという。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

大変、申し訳ございません。ご説明致します。確かに前に質問いただいたときにそうい

うことで説明をさせていただきました。それで、今現在、滞納整理機構の方にはですね、

他の町村でもうちの町以外にもやはりある程度、自前で滞納徴収強化をしてきているとこ

ろもあります。そういう町とうちの方でもよく話をしているのですが、今は元々、滞納整

理機構は、各町村の職員が行って、滞納の整理のノウハウを得て、地元に帰ってきて、そ

れぞれでそれを進めて、いずれは発展的に解消というのを目指して設立されたと聞いてい

ます。ただ、今現在、まだそこまではいっていないのが実情であります。それで、委託し

ている部分がなくなれば、件数が少なくなれば、当然、委託費が少なくなって、他の市町

村にも負担が大きくなるということもありまして、その辺も考慮しながら、今、そういう

自前でできるような市町村についてもある程度の委託件数は上げているのが実情でありま

す。ただ、それだけではどうしようもないので、滞納整理機構としては、更に発展的にも

っと専門的な滞納処分の処理方法だとか、それから、裁判だとか、そういう方面について

もノウハウを各市町村に伝えていただけるような研修をするだとか、そういうことも取り

組んでいただきたいということで、うちの町からは整理機構の方には今、要望を上げてい

るところであります。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）
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１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

不納欠損の部分というのは、要するに督促だとか、催促文書、電話等、全て終了して停

止処分かけての話だということで理解していいですね。それで、滞納機構はそのまま結果

的には残す形になるんだろうと思いますけれども、ただ、今の考え方とはちょっと考え方

を発展させながら、今後、更に継続をして、利用できるところは利用するという考え方な

んだろうと思いますけれども、ただ、その委託の中身の精査、どういうものを以前、７番

さんが聞いたのかちょっと記憶にないですけれども、どういうものを整理して委託に回す

のか、その内容的なものの何か委託をかける基準というのはあるんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

税務係長。

◎ 税務係長（小林 亮）

すみません。そしたらお答えさせていただきます。一応ですね、町の中では、もちろん

負担金というものがありますので、負担金より費用対効果の上がるようなものを移管する

ような形でまず、考えます。もちろん、町の中で調査をして、処分ができなくて、回収が

できなくて、財産があるんだけれども、町としてちょっと手を付けられないよとか、そう

いう案件を機構さんの方にお願いをしているという形です。この２点が機構に移管する考

え方です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ちょっと暫時休憩します。

（ 休憩 午前１０時２６分 ）

（ 再開 午前１０時２７分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

会議を再開します。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

財産調査をかけるのにいろいろな専門的な知識、要素もいるし、それなりの滞納機構は、

警察ＯＢでしたか、という方も確か使っているという記憶があったんですけれども、万が

一のときに、ないですか。じゃあ、勘違いですね。いろいろ相対で徴収するわけですから、

万が一ということも考えながら、難しい案件に対してはやる。ただ、その負担金、今回も

５０％で１２４万円あるんですけれども、負担金以上のものを要するにちょっとありまし

たけれども、回収しやすいやつを上げているという感覚に捉えられるような、ちょっとそ

ういうニュアンスもあるのかなという、そういうものではないんでしょう。もっと要する

に滞納金額が多いというのはどういうことですか。多いイコール取りづらいということな

んですか。上げるというのは。要するに町である程度、こういう条例を整理して町ででき

る部分というのは、多い人当然できるわけですから、町で徴収したらいいんだろうなと思

うんですけれども、何か回収しやすいものをあっちにやって負担金見合い以上の成果が出

る５０％を想定してやっているような気がするんですけれども、それは勘ぐりすぎですね。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。そのような考え方で委託案件はしておりませんので、よろしくお願い

します。

◎ 委 員 長（森永 勉）
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１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ただ、確かに機構を存続して、いろいろ更にこれから町のやりづらい部分を機構も考え

方レベルアップさせて利用して、存続させるということなんですけれども、確かに滞納で

困っているときに各町村が集まって作った。じゃあ、今、知内町がこういう条例を作って

滞納者に個別にあたるということで、脱退、果たしてできるのかどうか、当時の感情を考

えれば、脱退というのはなかなか早々簡単にはできないだろうとは思うんですけれども、

ただ、委託して半分のうちから更に機構に負担金を払うということになれば、果たしてど

うなのか、その半分、不納欠損で落としているようなものでしょう。だから、残るからま

たという話なんでしょうけれども、ただ、どうもその効率というのか、悪いような気がし

てならないんですよ。確かにいたしかえしのところはあるかもしれませんけれども、各町

村ともう一度、議論して、この滞納整理機構のあり方をどうするかという、そういうまた

更に議論を進めるという考えはないんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、１番委員さんのご指摘でありますけれども、なかなか組織を立ち上げてからの経過

を踏まえると、今うちが２４年度から滞納税の縮減対策を要綱を作ってやりました。それ

で、自前でもうやれますから、申し訳ないですけれども、負担金を納めるその費用対効果

を考えて脱退をするというのは、言っていることは理解します。ただ、１つの組織として

立ち上げして、渡島から始まって今、檜山も一緒になって、今、そういう組織を作ってい

ると。これは作ったことによって、滞納者の皆様方の意識をまず、変えれたということが

すごく大きいんだと思います。今まではなかなか強制執行まで移っていないけれども、こ

の組織ができたことによって、強制執行がされるんだよというまず、意識が変わったこと

がすごく大きいんだろうというふうに思っています。ですから、今のうちの状況で行くと、

７千万円の要するに滞納税があって、今５，７００万円くらいの縮減対策を講じたという

ことは、ひとつやっぱりそういう滞納整理組合との連動の中で、先ほど課長からも言いま

したけれども、うちの職員２年間派遣をして、専門知識を持ってきて、地元に帰ってきた

ことによって、私は２４年からやれるという判断をさせてもらったということであります。

その経過を踏まえて、今まだうちの考え方としては、途中だというふうに今、考えていま

す。ただ、いろいろと自前でやれる範囲もありますけれども、先ほど言いました、課長か

ら言いました、まだまだ高度の要するに知識を持っていなければ、なかなか要するに強制

執行をやるにしたってなかなか手を付けられないということも是非、ご理解をしていただ

ければと思います。ですから、今それをもう少し質を上げる、そして、そういう悪質滞納

者という言葉は使いたくないですけれども、そういう人方の対応というのは、まだまだ税

務担当がやっぱり勉強する機会を設けさせてもらって、それがはじめてその体制が整った

時点で脱退という形を考えるべきでないのかなというふうに思っています。ですから、今、

ご指摘の費用対効果、もちろんそうであります。それでちょっと今、誤解を招いたような

説明になってしまいましたけれども、簡単に取れるやつを負担金が今１００万円だったら

１００万円以上の要するに収入が取れるという考え方、一切ありません。その辺は自分が

やれるものについてはやれると。ただ、ここの部分については、なかなかうちが踏み込め

ない部分があるので、滞納整理組合にお願いをするという今、体制を取っています。ただ

ですね、現状を申し上げますと、なかなか滞納整理組合でも手を付けられないということ
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で、町に返される部分がこの頃すごく多くなっているというの１つの現状であります。で

すから、何でその辺まで滞納整理組合で手を付けられないのか、もう少しその辺は私も今、

滞納整理組合の議員としてその立場に就かせていただいていますので、その辺は十分、検

討をというか、協議をさせていただいて、対応をしていければなというふうに思っていま

す。もう少し時間をいただければと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

これができて何年になるんですか。ちょっとわかりませんけれども、その今までの積み

重ねで、例えば、今回８００万円の委託をかけて、単純に４００万円回収できて、負担金

は別にして、残りありますよね。過去から要するにそういう委託して、半分残ったとか、

そういうのが不納欠損に要するに滞納機構でも、言い方ちょっとまずいでしょうけれども、

余した、要するに半分取れなかったんだと。これはちょっと難しい案件だという話の中で、

残ったものが不納欠損につながっているということは、あるんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。滞納整理機構設立されて１１年経過しているということです。それと、

不納欠損の関係ですけれども、滞納整理機構に徴収委託をして、そちらの方で財産調査等

をして、抑えるべき財産がないというのが判明して、これは処分停止案件ですよというこ

とで戻ってくる案件はございます。ただ、今現在、あまりそういううちで委託をしている

ものは、あまりそういうものはなくて、概ね預貯金、給与、差押え等で徴収していただい

ているものが多いということになっています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。しつこいようですけれども、その回収できないで半分戻ります。それはま

た次年度上げるんですよね、当然残ったものは。そういうわけじゃないんですか。またそ

れは残しておいて違うものを上げるんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。継続案件ということで、継続してまたとりあえず、今年度ここまで徴

収できたけれども、まだ残っているとかというのは継続して出すものもありますし、もう

これ以上はちょっと無理ですよと機構の方で言うと、また違う別案件をあげるということ

もあります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ですから、その残ったやつが要するに停止処分をかけて、最終的には不納欠損にいく確

立はどの程度なんだと。要するに半分、半分、５０％ずっと続いたとすれば、５０％の積

み上げがあるわけですよね、残った。そのうちの例えば２千万円、その積み上げがあって、

残った分、回収ができなかった分、２千万円の何％がこの不納欠損に回っているのかとい
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う。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。滞納整理機構に徴収委託をして、その年度で徴収できなくて、うちの

方で次年度委託継続をしないで、うちの町で引き続き差押え等をしながら少しずつ徴収し

ているという案件もあります。ですから、滞納整理機構に徴収委託をお願いをして、全部

完納しないから、それが町に戻ってくると、それが全部、処分停止かかって、最後は不納

欠損にいくというものではないです。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

データ的にどうなのかというのは、あとでもしあれば、お知らせいただきたいと思いま

す。

次にお試し暮らし、町長の方から入ったんだということで、小谷石の医師住宅を改修し

て試していただいたということなんですが、それが今回、実現した第１号だということで、

それが最終目的は小谷石に移住、もしくは、知内に移住ということなんでしょうけれども、

その人のそういう要請の中で、町はそういう要請の中で今、お試しをやっているという説

明をして、感触的にはどうなんでしょう。小谷石地区に住みたいのか、それとも、いろい

ろ事情があって、ただ試してみて、いろいろ事情があってまた帰っちゃってもう来ないの

か、その辺はどうなんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

小谷石のお試し暮らしの住宅につきましては、昨日の一般質問の中でも一部町長からも

お知らせしたとおりなんですけれども、今回９月頭にですね、名古屋市在住の６０代前半

のご夫婦の方、１週間ほど滞在をしていただいています。昨日、町長からお話のあったと

おりですね、本当に町内を楽しんでいただいて、特に釣りをしてみて、釣った魚をさばけ

なくてですね、土地の方に料理をしていただいて、本当に感激をして、この町を好きにな

りましたというようなコメントもいただいています。この方、北海道の移住なりを検討す

る中でですね、インターネットでたまたま町のホームページのお試し暮らし住宅のところ

に触れたということで、面白そうだということで来てくださったんですけれども、この方

に対して実施したアンケートの中では、すばらしく景観もいいし好きな地域ですというこ

となんですけれども、夏場は確かにいいんですが、ただ、土地の方にいろいろ１年通じた

生活の状況を伺って、特に冬場の生活というのがやはり名古屋在住の方からすると少し苦

しいかなということもありまして、将来的には、例えば２地域居住ですね、夏場、春から

秋にかけてはこちらで住む、冬場にかけてはやっぱり向こうに戻るというような生活の体

系で、もしできればということで検討してみたいよということで帰られています。ただ、

その方、本当に小谷石のこと、知内のことも、温泉だとかいろいろ町内あちこち回ってい

ただいて、郷土資料館だとか、湯の里の温泉ですとかいろいろ見ていただいた中でですね、

知内のことを本当に気に入ってくださっているようですので、向こうに戻られてからも友

人の方にもクチコミで広めていただくということも伺っておりますし、将来、そのような

人の流れがですね、できればということを期待しているところです。
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◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

大変喜んでお帰りになったということでありますけれども、ただ、それがそういうお試

しの効果のほかに、浜との交流の中で自然を満喫していただいて、観光にもつながると、

それがクチコミで移住目的どうのこうのじゃなくて、知内いいところだよというクチコミ

もまたあれば、また来て、民泊で来てくれる方も増えるのかなという思いがあるんですけ

れども、ただ、その住宅に関して住んでいただいて、設備的なもの、住居的なもので不安

はなかったのか、その辺の話合いというのはされたんですか。もし、希望があれば。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

体験してくださった方に広くアンケートを取りました。その中で、町で今回２５年度に

ですね、冷蔵庫ですとか、ガス台ですとか、電子レンジですとか、風呂は完全にユニット

バスにしていますし、生活というか、居住の関係ではもう全く申し分がないよと。ただ、

テレビが実は設置をしていなかったんですけれども、こちらの考え方と致しましては、テ

レビだとか設置ということも実は内部的に悩みはあったんですけれども、完全にホテル状

態にしてしまうと、何か安いホテル上に使われてですね、そこを避暑地のように使われて、

例えば地域との交流をしていただけないとかということも少し危惧したものですから、そ

こはどうかというところもあってですね、テレビの設置をしていなかったんですけれども、

さすがにですね、普通の一般の番組を見るということではなくて、やっぱり気象の情報だ

とか、雨のことだとかという災害情報だとかにも触れるとすると、やはり最低限テレビは

欲しいですねというご意見はいただいております。ですので、今後、そのようなことも含

めましてですね、まだ不足する備品がないかというところは今後のアンケートの結果を受

けて、整備に向けて検討してまいりたいと思っています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。ほかにございませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ふるさと創生事業の中で、新規お土産だとかお菓子の開発事業２件あります。道南スギ

は別にして、これらの成果として、どのような商品開発に着手したのか、どのようなもの

を使って新たな商品を開発したのか、それが将来、知内のお土産品としての可能性という

のはどうなんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

先ほどのご質問の中でもあったんですけれども、お土産については、２件、この事業で

支援をさせていただいております。１件はシエルさんというところのですね、クッキーを

主に作っている方で、特に新しいクッキーの製品開発もそうなんですけれども、パッケー

ジの方もデザインだとか、あと保存料だとかも一緒になったですね、新しいパッケージと

新しいお菓子をセットにして売り出したいということに対して支援をしています。特に物

産館ですとか、こもれび温泉で売られているお菓子、ご承知のようにですね、おっぱい饅

頭ですとか、隣の町のお菓子製品がすごく多くてですね、町の考えとしては、やはり地元

の業者の方が是非、新しいお菓子だとかの製造に取り組んでいただき、２年後の北海道新
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幹線の開業に合わせてですね、新しい町のお土産、特産品を少しでも増やしたい。それに

対して、上限５０万円という小さな額ではありますけれども、それに対して支援をしてま

いりたいというところでございます。もう１件は、先ほどもお話をしたとおり、ちちかみ

餅という町のカボチャを使った、それにお餅のようなものでくるんでありまして、冷凍し

ているんですけれども、それを少し溶かしていただきながら知内の本当に甘いカボチャを

ベースにして、それを楽しんでいただくというお菓子を新しく作って販売を開始しており

ます。先ほどもお話したとおりですね、販売開始して好調というお話は伺っているんです

けれども、販売数量、金額の部分については、まだ聞き取り行っておりませんので、今後、

調査をしてまいりたいと考えております。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ただ、上限５０万円でやっている事業なので、なかなか成果というのは、途中でもう少

し資金があればという方もいると思うんですよね、そういう方々への再度の助成というの

は当然、普通であれば考えないところなんでしょうけれども、将来、精査して、近いうち

に知内のお土産品になるだろうという判断があれば、再度、検証した中で再助成とかそう

いうのは考えているんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今の件につきましては、昨年度の制度の新しく作ったときの議論にもあったと思うん

ですけれども、例えば、半年かけて新しくいろいろな研究をして製品を作りましたといい

ましてもですね、やはり全く新しい分野へのチャレンジでございますので、すぐそれが万

々歳で成功して儲かるという状況もなかなか難しいであろうということもありまして、同

一事業に関しては３年間継続して支援してまいりますということの制度にしておりますの

で、例えば、なかなか初期の思ったとおり売れないですとかがあると、もう少しデザイン

を直すなり、あとお菓子なりも作り替えるなりということの研究を引き続きやられたいと

いう場合に関しては、３年間を限度にですね、支援を継続してまいりたいという制度にし

てございます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。熟知不足でした。

それで２ページのですね、小谷石満喫ツアー、応募が１９４名あって、募集人数３０名

のところにそれだけの人数がきたということで、３０名クリアしたんだと思いますけれど

も、ただ、今、知内町の民宿の現状をみれば、時期的にこれから多分１０月以降でしたよ

ね、募集してやったのが。北電のどうしても点検だとか、いろいろ工事関係者が入って空

き状況がなかなかないと。ある旅館に聞いたら９７、その辺の数字は確かではありません

けれども、９０％以上はそういう北電絡みのお客さんだという話の中で、ほとんどが２名、

３名でアポ来るんですけれども、断っている状況なんだという話の中で、大変、大人気で

すので、今年も当然やるんだろうと思うんですけれども、そのやりくりが宿泊がちょっと

大変なのかなと、割り振りが。それで、空きを利用してやるのか、それとも新たなそれ専

門で受け入れる体制をどこかに整備するのか、これは町長だと思うんですけれども、大変
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ちょっと今の状況ではせっかくいいこういう取り組みがあるんですけれども、なかなか受

ける側がちょっと戸惑うというか、大変お客さんをくれるのはありがたいけれども、目一

杯で残念ながらお客さんをお断りするところもあるらしいので、その辺の考え方お尋ねし

ます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、１番委員のご指摘でありますけれども、当初スタートした時点では、何とか小谷石

振興の中で小谷石に営業しています３件の民宿を全道、全国にアピールできればなという

ことからのスタートであります。それで今、現状を言っていただきましたけれども、なか

なか予約が取れない。なぜかというと、北電の要するに事業所の人方がそこを使う。経営

者としてみれば、ある程度、やっぱり安定したそういう期間、そこに泊まれる、泊めても

らえるということが、やっぱり経営からしたらこれは当然のことなんだろうというふうに

思っています。ですから、昨年、これはゴーゴーキャンペーンということでやらせてもら

って、これは国からの補助金をもらってやった事業でありますけれども、すごく１９０名、

２００名くらいの今、応募があったのということで、１年で終わらせるということがもっ

たいないということで、平成２６年度も町事業で先般、新聞で広告がもう出ています。定

年退職者を今回、対象者として各民宿３件に５組ずつという形で今、広告もしていますけ

れども、その中で今、ご指摘の時期的なもので調整というのは、これはできればですね、

調整してやりたいんだという思いもあるんですよ、経営を考えた場合に。ただ、将来的に

それがずっといい時期に北電の点検とバッティングしてなかなか使えないという形になっ

たら、せっかくこれだけアピールしたものがですね、なかなかやっぱりそれを受入体制が

整わないということも１つの大きなきっと課題になってくるのかなというふうに今、思っ

ています。そんなことも含めながらですね、これはちょっと内部でというか、経営者との

協議を進めなければ、なかなか私の考え方でよしという話にはならないと思いますので、

その辺は重々、受入れはやっぱり予約をいただいたら１００％受け入れるような体制とい

うのは絶対必要だというふうに思っていますので、これはちょっと経営者と相談をさせて

いただいて、良い方向を見いだしていければというふうに思っていますので、ご理解をい

ただければと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

せっかく公募かけて、応募して当たって、来たら理想と現実が違うと。海じゃない、山

に行ったとか、旅館のそういう都合で。そういう意味でがっかりさせないように何とかし

ていただきたいと思います。

それとちょっとお伺いなんですけれども、涌元の耐震診断しています。結果どうだった

んですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。１ページ目のところに記載してございますが、涌元漁村環境改善セン

ター、結果は補強工事等必要ないという結果になってございます。

◎ 委 員 長（森永 勉）
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ほかに。今、質疑中でありますが、暫時休憩したいと思います。

あとで継続しますので。１１時１０分まで。お願いします。

（ 休憩 午前１０時５３分 ）

（ 再開 午前１１時１０分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

それでは会議を再開しますが、先ほど滞納の関係で、総務企画課長から訂正の申し出が

ございましたので、許します。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。先ほど不能欠損４１万６千円の説明をするときに住民税が３件、固定

資産税が３件、合わせて６件という説明をしたと思いますが、固定資産税については２件

ですので、合わせて５件ということで訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願い致

します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ということでございます。それでは、質疑を再開致します。質疑ございませんか。

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

ふるさと創生事業の中で、さっき新規開発の５０万円限度額と言ったけれども、我々、

今回、乾そばで一応、知内名物を出すことではじめたんですけれども、単年度５０万円と

いう金額は、ちょっと何をやるにしてもゆるくない。少し計画として次年度から１００万

円くらいまで上げてもらえないか、その辺ちょっと。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今の新規の特産品の開発、新規起業の支援事業につきましては、昨年度の制度の創設

のときにも同様の議論をいただいております。やはり今、町でいろいろな事業を展開して

いくのに上限５０万円というのは、金額として少ないのではないかという議論も去年いた

だいているところです。ただ、去年のご説明と致しましては、今、町内にいろいろな新し

い動きがありまして、そのいろいろなチャレンジをですね、割と足回りよくといいますか、

フットワークよく支援していくのにですね、逆にあまり大きな補助額とするとですね、補

助の交付の際にもいろいろな制限の事項ですとか、例えば、本当にその事業本当にうまく

いくのかとか、いろいろな事前の検討なり審査会でもうちょっと突っ込んだ議論をした上

でないと、なかなか支援しづらいということもあって、割と自由度の高いですね、支援と

すると、現行５０万円程度の助成として、その代わり付けていただく資料だとかも、見積

りだとか、当然、数字的なものはいただくわけですけれども、先ほどの議論にもありまし

た、例えば、新しく開発したからといって、全て完璧にうまくいって売上げが完全に伸び

るということにもなかなかならない場合もあるでしょうし、そのようなリスクを取ってい

ただくことに対して、あるリスクを目の前にしてですね、本当に前に進めるのかどうか躊

躇しているところの背中から押してあげてですね、そこの事業のチャレンジを応援すると

いう趣旨ですので、金額としてはこの程度が妥当かなというところで、去年、ご説明をし

ているところです。去年の議論の中では、町としては、産業振興施策としてですね、もう

ちょっと大きな金額の制度設計するとですね、今回のふるさと創生事業の支援というより

は、もっと別な視点できちんと産業振興という意味でですね、もっと金額の大きな、例え



- 22 -

ば１００万円ではなくて５００万円だとか、１千万円だとか、そのような大きな制度も別

途検討していくべきではないかなということで今、産業振興課も合わせてこちらの内部で

検討を進めているところでございます。ですので、当面はふるさと創生事業の新規起業等

の補助の限度額というところは、当面５０万円ということを目途にして制度設計してまい

りたいと考えております。

◎ 委 員 長（森永 勉）

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

３年間継続して同じ事業に先ほど補助すると言っていたけれども、３年間５０万円やら

れてもかなり大変なところがある。改めてまたそればかりではなくて、そばの地元産の開

発、乾麺ばかりでなく、事業でもう１つ取り組むことがあるんです。その辺を踏まえて、

地元産の新規お菓子、そういう作物だとか、そういうものを使って開拓するという意思が

あるものですから、リスクを恐れて５０万円という設定ではなくて、リスクを恐れないよ

うな金額で物事を考えては。もう一度、お願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

ふるさと創生、今、室長からも説明をしていますけれども、昨年いろいろと議員の皆様

方からご意見をいただきました。それで、今、基本的に５０万円に設定したとういうのは、

チャレンジしようという人方を応援するということで、今説明をしておりますし、今２番

委員さんが言っておりますものについては、先ほどもちょっと触れていますけれども、う

ちの要するに基幹産業である農林漁業、そこを要するに使ったもので販路を拡大したい、

何かを作りたいということであれば、やっぱり産業振興ということでのひとつの視点で別

制度を設ける必要があるのかなというふうにも思っています。それで、果たして、５０万

円で新規での企業の皆様方に要するに使っていただけるかということも、これもいろいろ

議論をしておりまして、実はもう室長の方に新規起業の支援、北海道でどんな形で今やら

れているかということも今、調査をさせています。ですから、今、２番委員さんが言って

いただいたものは、ふるさと創生の５０万円を１００万円にするとか、１５０万円にする

という考え方ではなくて、これはこれとして残していただいて、今の意見を尊重させてい

ただいて、新しい今、産業振興という視点で何とかそういう支援をできる体制をですね、

少し内部で協議をさせていただければというふうに思っていますので、ご理解をいただけ

ればと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですね。２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

町長から大変、前向きな意見が出ました。本来であれば、そういう発想を職員からもお

願いしたいところでありましたので、期待していますが、ひとつよろしくお願いします。

それでもう１つ、移住促進住宅、小谷石地区で改修したところが、只今２５年度で繰越

滞納額１７万円と残っているわけですよ、表の１２番、２５年度過去５年間で繰越滞納税

額一覧表で、移住促進住宅使用料の１７万円というところ、これは。審査意見書の１６ペ

ージ。その経緯はどうやってこうなったのか、お願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。
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◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

今の資料の１６ページの項目の８番、移住促進住宅の使用料に対しまして、２５年度に

１７万円の滞納繰越が発生しているということの内容でございますけれども、前段の移住

促進住宅ですが、これは先ほどの議論にありました小谷石のお試し暮らし住宅もそうなん

ですけれども、これまでいろいろな教員住宅ですとか、職員住宅ですとか、そのほかの投

資住宅というところで例えば、教員住宅ではあるんですけれども、いろいろな事情があっ

て、そのあと一般の町民の方々がいろいろな事情で入られているですとか、そのような住

宅がございました。それでそれぞれの結果を受けてですね、例えば、知内で新しく農業の

研修をしてみたいですとか、それらの臨時の町内の居住の受入れに使用するために一部の

住宅の例えば、教員住宅だとかから制度をくくり変えまして、移住促進住宅というふうに

しておりまして、例えば、この住宅の中には、元の中の川小学校の先生の住宅ですとか、

あの辺も一部、農家の方に研修で住んでいただいたりとかという住宅が相当数あるんです

けれども、それらの中で、従前の住宅使用料の滞納が発生しているものでございます。で

すので、今回のお試し暮らし住宅の部分の滞納ということではございませんので、ご理解

を願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかに。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

主要施策の２ページの小谷石自立再生対策事業ということで、町長にこの事業の考え方

をお伺いしたんですけれども、今回、小谷石の方でほとんどこの部分ではある程度、ハー

ドな部分は結構進んでいるのかなと思うんですけれども、町長は結構うちの町の町内会の

部分でですね、まず、うちの町の小谷石町内会の再生するというか、活気づけるために、

私は小谷石でモデル地区、モデル事業みたいな形でやって、これをうまくやってからほか

の町内会にも波及させたいということを私、聞いた経緯があるんですけれども、その辺に

ついて、今後ですね、この部分についてハードの部分は結構整備なっているのかなと思う

んですけれども、小谷石の町内会の方がソフトの部分をきちんとこれから整備やっていっ

て、それからほかの町内会にもこれを同じような形でといえば変ですけれども、元気つけ

るために波及していくのか、その辺についての今後の考え方があるようでしたら、お知ら

せ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

小谷石振興の関係でのご質問でありますけれども、前からお話をさせていただいており

ますけれども、平成２６年度予算の中で、今、展望施設やらせてもらいました。それから、

矢越山荘、これは２５年からの繰越でありますけれども、それから温泉ボーリング調査を

したということで、今、言われるようにある程度、もうハードの部分については、目的と

いうか、考え方からいったら実施できているのかなというふうには思っています。ただ、

もう１つですね、私が今、北海道に話をしているのは、道路防災といいますか、どうして

も高波、越波、そういうことがあると、要するに道路にテトラをはり付けるという形にな

りますよね、それを何とか沖に出してもらえませんかという形での要望を今しています。

これは１番委員さんからも先般ちょっとご指摘いただきましたけれども、自然の状況を要

するにテトラを離岸堤を沖に出してもらえることによって、自然の要するに海水浴場がで

きるだろうという発想であります。ただ、これはですね、制度的にはありません。これは
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私は道に要望している段階でも、制度はなしと。それを使うとしたら、どうしてもやっぱ

り道路にやらなければないということでありますので、ただ、こういう１００世帯の小さ

な部落が今いろいろと事業展開をして、全道、全国から注目を浴びている町村だから、こ

れは地域だから、北海道として何とかその辺を対応してもらえないかという要望を今させ

てもらっています。これはですね、なかなかすぐやれますよという話にもなってこないと

いうふうには理解していますけれども、これは谷口常任委員長さんも一緒に行って、私の

考え方を説明させていただいていますので、ご理解いただいていると思いますけれども、

将来的にそこをある程度、整備できたら、本当に自然に親しめる地区として、更にレベル

を上げられるのかなという考え方であります。そんなことで、まず、ハードの部分はそん

な考え方をさせてもらっています。それで、今ご指摘のある程度、ハードが整備されまし

た。そしたら、来ていただく人方に本当にいい地域ですねということをわかっていただけ

るというのは、地域の人方の要するに触れ合いというか、迎え入れる体制が整えられるか

ということが大事になってくるんだろうというふうに思っています。ですから、今回も名

古屋から来られた方が要するに住宅、うちが手をかけた住宅に泊まっていただいている。

そして、地域の人方が率先して、ある漁師の方がそういう人が来ているのであれば、自分

の船に乗って要するに釣りに連れて行ってやるわということでの対応なんですね。こうい

うものがですね、町内会に要するに対応ができてくることを私は願っていますし、是非、

そんな体制を作っていただければということで、今、町内会の役員の皆様方といろいろと

今、話合いをさせていただいている所であります。ですから、今、ご指摘のことについて

は、当然、ソフト事業の展開というのは、これからすごく重要になるというふうに思って

いますので、この辺は引き続き、どういう形でやっていければ、要するに町外から来られ

た方が満足して帰れるか、その体制の整備を是非、引き続きやっていきたいというふうに

思っていますので、ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。

◎ 町 長（大野幸孝）

すみません、説明不足で。それで、先般もその辺はお話させていただきました。小谷石

町内会だけで、地域だけでいいのかというご質問いただきましたので、私はそういうこと

ではなくて、全町にその辺を広げていきたいという考え方あります。ただ、いろいろと何

で小谷石だけ町長、力を入れるんだというそういうご意見もあります。でもですね、そこ

がある程度、そういうふうに知名度を高められることによって、知内町全体が要するに知

名度を上げていけるんだよというふうに思っています。それはやっぱり今、言うように、

小谷石地域だけのソフト事業ではなくて、町全体を通して来ていただいた人方を迎え入れ

る体制というのは当然必要になってくるというふうに思っていますので、これもその辺は

きちんと理解をさせていただいていますので、全町にその波及効果が広がるようなメニュ

ーとしてどういう形で提供できていくのか、これはこれからの大きな課題だというふうに

思っていますので、ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務課関係ございませんか。３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今、小谷石開発ということで出ましたので、直接これらの項目についてはございません。

ただ、先月から今月の初めにかけて、小谷石の住民の方々、特に小谷石の町内会の役員の

人たち何人かと話する機会がございました。今、建設をされている矢越山荘、なぜ、泊ま
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れるようにしてくれなかったのかということをまず、単純に。町内会の役員と町長でも政

策室長でも、町内会の皆さんとよく話をした結果が、こういうふうになったというふうに

議会で報告されていますよと話をしたときには、役員会には２回かかったと。役員を対象

にして。最終的には、泊まれるような形にしなかったら、今の町内会館と同じでしょうと。

これだけ言って、それ以上の話は一切していません。町内会の要望どおり、ある程度、要

望に添うような形になぜ、できなかったのかということ、もう一回、確認のために聞きた

い。それから、さらには、お試し住宅の話もちらっと聞きました。町長は両手を広げて満

足して帰ったというように評価しているようでございますけれども、小谷石の人たちは決

してそういうふうに取っていない。来て、魚を釣って帰ってきたと。さばけなかったから

我々やる、ただ、これだけの話だよと。そこで、お試し住宅で泊まってくださいと来たら、

みんな喜んで来るのは当たり前。もう二度と来るお客さんじゃないよねと。そのためにあ

そこにわざわざ４００万円も金をかけたのかと。どうもその理事者の小谷石開発の考え方

と実際小谷石の住民の人たちとの考え方が十分ギャップがあると。そういうふうに率直に

感じたんです。何かありましたら、お答えください。

◎ 委 員 長（森永 勉）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今、建設が進められております矢越山荘の宿泊につきましては、前回の議会の議論で

もございましたとおり、まず、基本的にはですね、設計の中で、消防等の協議をしてまい

りました。建物の用途、施設のあり方の部分でですね、宿泊を前面に出すとすると、今の

設計設備の中にですね、スプリンクラーが必要だというご指摘をいただいたところです。

そのスプリンクラーの設置をする場合に、５００万円程度の追加的な予算が見込まれると

いうことだったんですけれども、あの建物のスプリンクラーの設計前の予算で既にですね、

一部、予算ぎりぎりということもございまして、消防の方とは、それ以外の対策で何かで

きる対策はないかということで、協議を進めてまいったんですけれども、宿泊を明示的に

すると、そこは法的には避けられないという回答をいただいたところです。ただ、前回の

議論の中でもですね、例えば、矢越山荘ではなくて、ほかの小学校だとかでも、実質お泊

まりで何かをするイベントだとか、例外的に子どもたちが泊まってということもあります

ので、矢越山荘で絶対に宿泊ができないということではなくてですね、何か例外的に法の

範囲の中で、宿泊ができる対策がないのかということは、今後、消防と協議を進めてまい

りたいというふうにお答えをしているはずなんですけれども、同じようにですね、今、ご

質問がありましたとおり、町内会の役員の方からやはり今までの矢越山荘のように一部、

函館の幼稚園の子だとかが来て泊まっていく状況もあるので、せっかくだからそのような

状況も従前同様の使い方ができるような何か対策をしていただけないかというご意見は、

こちらの方にもいただいております。ですので、今、消防との協議を進めながらですね、

その辺、何かできることはないかということで、今後、対策を進めてまいりたいというふ

うに考えております。あと、お試し暮らし住宅についてでございますけれども、こちらの

方は、終わった後にお二人からアンケートを取って、結構詳細なアンケートなんですけれ

ども、ご指摘のようにですね、ご本人がせっかく小谷石に来ているので、釣りをしてみた

いよという申し出がありまして、うちの担当の方から釣り船の方、名和さんだったんです

けれども、そちらの方をご紹介して、名和さんの方も快くお引受けしていただいておりま

す。思いの外いっぱい魚が釣れたようでですね、自分でさばくのもなかなか難しいという

ことがあって、名和さんの方から私の方で捌いてあげるよという申し出をいただいて、地
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場の魚、新鮮な魚をおいしく堪能したということで、本当に感激されて帰っているようで

す。今後はですね、いろいろな体験、小谷石にやっぱりすばらしい資源がありますので、

いろいろな方、全国から小谷石にお試しで体験していただいてですね、即移住につながる

のにはなかなか難しいかというのは先ほども冬場の生活ということもありますので、年間

を通じてそのまま移住ということは、なかなか難しさというのはあるというふうに、その

方のご意見にもあったんですけれども、今、小谷石で暮らしていらっしゃいます岩手県か

らの移住の方も実は冬場は岩手県にお帰りです。そのような形でですね、小谷石も空き家

だとかもありますので、それらを活用しながら、春から秋にかけては、全国からいろいろ

な方が小谷石に居住しているよというような状況を是非、作り出せればなと思っておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

小谷石の矢越山荘のことで、今回、役員の皆様方が久慈市に行ってきましたね。久慈市

にも同じような施設が何個もあるんだけれども、１００坪以上になれば、スプリンクラー

を付けなければならないというのは、これは素人でもわかるんですよ。ただし、付けなく

てもいい、２００坪クラスの部分というのは、できることはあなたもよく知っているよね。

それはあなたは役人だから、それは知っていてもやるということは言えないかもしれませ

ん。だけれども、１つの工夫でしょう、それは。要は基礎３ｃｍ以上離せばいい話なんだ。

スプリンクラーいらないんだ。消防署に言われた消防施設だけ付ければいいだけの話なん

です。そして、小谷石の住民の方々、そういうところずっと見てきていながら、なぜ、宿

泊施設として取り扱ってもらえないのか、そういうことで非常に不満を募らせていること

は事実なんです。もう少し住民の皆様方にその辺はきちんと説得して、できることであれ

ば、宿泊できるような施設に変えていただきたいというふうに思います。ただ、小谷石の

人たちは、全員がそうだとは言いませんけれども、一部の方々で、なぜ、小谷石にこんな

に金をかけるんだという話は実際あります。議会にもこれもありますけれども、それはや

はり住民に対する説明不足の部分というのは相当あるんだろうと思いますが、こういう考

え方に対して、町長、どのように思っているか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

小谷石の人方が今、そういう不満を持っているということのご指摘でありますけれども、

３番委員さん、町内会の皆様方と話をするときに、私、同席させてください。今、町内会

全体のそういう受け止め方をしている形ですよね。ですから、一部ですよね、そういうこ

ともあると思いますけれども、私はその一部、本当に限られた一部の人方の意見だという

ふうに思っています。ですから、私は小谷石振興、全てが否定をしている、要するに町内

会の人方が大半ですよという、私はそういう指摘の仕方というのは、如何なものですかな

というふうには思います。ただ、それはそういう話をしている方も中にいます。それは理

解しています。でも、私は１つの方向として、これだけ全道、全国からの知名度をという

か、要するにそういう形で今なっている地域でありますので、全て全員が私の考え方に賛

同をしていただけないということも理解しますけれども、私の方向としては、自信を持っ

て、更に小谷石振興を進めていきたいというふうに思っています。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）
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３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

あまりこの話はしたくないんですけれども、必ずしも町長がね、小谷石全員からそうい

うふうに言われているということを言っているのではないんですよ。一部の人方がそうい

う不満を持っている人もいるよということをそれを言っているんですよ。それに我々だっ

てやっぱり議員の立場で町民といろいろと話をしますよ。１回１回町長に来てくださいと

言います。あなたも話するときに、議長、ちょっと来てとかって言う。それが住民との接

点でしょう。我々の立場上の。なぜ、その辺理解できない。あなたはあなたの立場でやる

だろうし、我々は我々の立場でやる。そこの地域全体があなたに対して不満を持っている

ということを言っていない、さっきから。一部の人からそういうことがあるんだよと、だ

から、そういうことがあるからどういう考えだったのと、俺、今、聞いている。それをい

きなりそういうところに私も呼んでくださいと。あなた、何か勘違いしていませんか。考

えていること教えて。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

それは３番委員さんの考え方でありますから、これ以上は申し上げられません。先ほど

も言いましたけれども、１００％町内会の皆様方に要するに今、進めていることが、ただ、

進めることがですよ、言い方だってあるんだというふうに思いますよ。言い方。ですから、

そういう人方が、どなたと要するに３番委員さんが話をしているのかわかりません。今、

言われるのは、役員の皆様方と懇談をしました。その中で、そういう意見がありましたと

いうことだから、その役員の皆様方というのは、きっとどういう形でやられているのかわ

かりませんけれども、役員を全員集めてやるということは、何かの機会できっと委員さん

が話をしているんだと思いますから、その段階で、もし私も参加できたなら、話をさせて

いただけませんかということを言ったんですよ。ですから、先ほど言いましたように、役

員の皆様方と話をしたということだから、役員の皆様方でそういう話をしているというの

は、私は要するに何回も要するに参加をさせていただいて、そういう意見というのは、私

は感じ取れなかったものですから、そういう発言をさせていただきました。ただ、今、１

つのまちづくりの方向として、小谷石振興ということで、これは私だけの考え方ではなく

て、ニューツーリズムの要するに補助制度をもらい、そして、２年間検証をしていただい

て矢越の地域というのは、魅力が多いので、ここに手を付けるべきだということの報告を

受けて、私は手をかけたということでありますので、これはですね、確かにその町内会、

１００％理解をしていただけない人もいるんだと思いますけれども、私は１つの方向とし

て示させていただきましたので、これはこれ以上は申し上げません。私は引き続き、小谷

石振興を取り組んでいきたいというふうに思っています。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかにございませんか。３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

一言だけ言います。あなたも選挙で選ばれた。我々も選挙で選ばれた。議会と理事者と

では常に車の両輪でいくことに、それぞれの立場でまちづくりをやっているということだ

け忘れないでください。以上、答弁も何もいりません。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。
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◎ 町 長（大野幸孝）

決して行政と議会が両輪でないという話はしていません。お互いですよ。まちづくりの

方向は同じですよ。その考え方は私も同じ考え方です。そういうことだけご理解をいただ

ければと思います。決して町内会の皆様方の意見を無視する、議員の皆様方の意見を無視

するという考え方は一切ありません。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課関係の質疑、ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで総務企画課関係の質疑を終わります。

ここで説明員の入替えを致します。

次に生活福祉課関係の質疑を行います。２款総務費の３項戸籍住民登録費、３款民生費

及び４款衛生費です。

主要施策説明資料については、３ページから７ページまでの質疑を行います。

質疑をいただきます。ございませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

ちょっと３ページの福祉灯油券の部分とそのほかの老人福祉の入浴招待券の部分でちょ

っとお伺いしたいと思うんですけれども、毎年この福祉灯油券を助成して、高齢者の方２

５０件、障害者４６件、全体で３１２件の方々にやっているんですけれども、この辺の実

効率というんですか、券を活用しているパーセントはほとんどとんでないかなと思うんで

すけれども、そのパーセントがわかるようでしたら、お知らせ願いたいと思います。

それから、温泉の部分ですけれども、これも見込みでは６９％くらいになっているんで

すけれども、実際の数字は何％くらいのあれを消化しているのか、その辺、まず、２点ほ

どお伺いしたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。まず、１点目の福祉灯油購入費助成事業の関係でありますけれども、

昨年度は実績で２６６世帯多くなっています。それで、今年は３１２世帯になりましたけ

れども、全体では対象者が３３５世帯ありまして、そのうち高齢者の方は２６７件、障害

者内訳は４９件、ひとり親世帯が１９件、合計で３３５件の対象ですけれども、実際が３

１２世帯ですので、９３．１％の助成の率になっております。それから、温泉施設入浴の

優待券でありますけれども、昨年度２４年度ですけれども、５４％でしたけれども、先ほ

ど言いましたとおり、今年は申請者に対する利用枚数がですね、６７％に若干上がってい

ますけれども、ただ、対象者が９４９名いますので、そのうちの申請者が４５９名という

ことで、まだまだちょっと率的にはですね、利用者が少ないというふうに思っていますの

で、この辺も広く広報しまして、何とか温泉に入ってもらうということでやっていきたい

と思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

まず、福祉灯油券の助成の分で９３．１％、これが町として満足する数字なのか、それ

とも、できないのか、その辺について考え方をお伺いしたいと思うんですけれども、私の
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この部分に関わっている、商売に関わっているんですけれども、そのときにですね、やは

り配達灯油の方を注文されて、配達している方で、高齢者の方がいるものですから、その

方々にとって、この券の部分について来ていませんかと聞かせるんですよね、そしたら、

やっぱり高齢者の方でそれを把握できない方も結構何件かいるものですから、それから、

そういうことで、私もそういう部分で、社会福祉協議会の方にも連絡しまして、こういう

方がいるんですけれども、その券のあれもちょっとわからないみたいなことを言っていま

すので、もう一度、社会福祉協議会の方に確認して、きちんと言っているものであれば、

その方に言ってくださいということでお願いをした経緯があるんですけれども、なかなか

そういう高齢者の方にとっては、ちょっと配付が封筒か何かに入れてやっていると思うん

ですけれども、それがちょっとなかなか理解できない部分もある方もいますし、ちょっと

来てもあとで使うということで、どこに置いたか忘れたという方もいますし、全然気づか

なかったという方もいます。その辺についてのこの残りの６．９％がその方々なのかなと

私も思うんですけれども、その辺について、もう少し改善とか、配付をうまくできないの

か、その１点と、それから、温泉のこの優待券の部分で、６７％ということですけれども、

前の年から見れば、２４年度からみればちょっと上がっているみたいなんですけれども、

この辺についてのまだ更なる、せっかくの申請者でも６７％、もう少し高率になるような

形の方策というものをちょっと検討できないか、その２点ほどお願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

まず、１点目の方なんですけれども、実施主体がですね、社会福祉協議会の方にお願い

をしているという例がありまして、これもここに書いてあるとおり、町民税の非課税世帯

というふうになっています。そういう面で民生委員さんにですね、歩いてもらって、ある

程度、把握するんですけれども、なかなか今、言いましたとおり、全部、把握しきれない、

忘れている方等いますので、その辺ですね、どのやり方がいいのか、ちょっとその辺検討

しながらですね、なるべく１００％に近づけて今年度やっていきたいなというふうに思っ

ていますので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、温泉入浴券の方ですけれども、これもなかなか率がですね、先ほど言いまし

たとおり、９４９名の対象者がいますけれども、温泉の好きでない方だとか、それから、

病気では入れない方だとか、そういういろいろなものがありますので、なかなかこの辺も

ですね、策がないといいますか、無料バス出しているんですけれども、なかなかそういう

面では利用者が増えていかないと。この辺も前は７０歳、６５歳から始まったわけなんで

すけれども、現在７５歳まで、後期高齢者の方の部分で対象になっていますけれども、逆

に年齢を下げて、利用率を上げると、健康維持のために上げていくとか、利用してもらう

とか、その辺も含めてですね、ちょっと検討したいなというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかにございませんか。質疑がないようですから、これで生活福祉課関係の質疑を終わ

ります。

取り消します。生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

先ほどですね、福祉灯油の関係なんですけれども、９３．１％ということなんですけれ

ども、これは１００％いかない部分はですね、自分で辞退している方がいるということで
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すので、その辺ちょっと訂正していただきたいと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

わかりましたね。それでは、７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

細かいことなんですけれども、５ページの母子健康保険事業で、股関節脱臼の部分でま

ず、１つ、これ年１２回実施しているという形になっているんですけれども、実績報告書

を見ますと、１４回になっているんですけれども、それはどっちが正確なものなのか、ま

ず、お知らせ願いたいと思います。

それからですね、いつもあるんですけれども、保健事業の部分でですね、前も言いまし

たけれども、乳がんと子宮がん検診の部分で、今回も１日の集団ほかとなっているんです

けれども、実績報告書の方の計画では、１日ということになりますけれども、前の予算委

員会のときにも聞きましたけれども、この辺の受診率の向上のための部分についての考え

方、もしあるようでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

主任保健師さん。

◎ 主任保健師（小保内さおり）

お答えします。１点目の股関節脱臼の件なんですが、これは知内診療所の方に委託して

いまして、１日に受け入れられる人数が２名から３名というふうに決まっていまして、ど

ちらの数も申し訳ないんですけれども間違いで、１か月に２回実施を依頼しています。そ

のときに出生３か月の時点で実施をしているので、生まれた時期に合わせてお願いをして

いまして、実際のちょっと受診した日が何日あったかは、すみません、私の方で把握して

いないので、後で調べたいと思います。

２点目の乳がん・子宮がん検診なのですが、集団検診が１日とあと個別健診は、木古内

の国保病院、そのほか函館市内の産婦人科ですとかに依頼していまして、集団の１日とい

うのが、北海道対がん協会さんの方に委託をしていますが、こちらも受入れ人数ですとか、

実績の方を見込んで１日というのが、対がん協会さんで対応できる日数がこの１日だけに

なっています。うちの町から依頼しているのは、２日で依頼しているんですけれども、実

績の方がなかなか上がらないということで、１日にされています。それと言いますのが、

特別健診を受診される方が最近増えてきています。受診率を上げるためにということで、

クーポン券を発行したりですとか、いろいろな対策はしていまして、集団よりも個別の方

を産後同じ病院で受けたいという人ですとかが増えているという状況にあります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

ほかの胃がんとか、がん検診からみると、予定人数が結構あるんですけれども、この部

分でみますと、予定数は乳がんであれば、１７０名ですけれども１３２名、そして、子宮

がん１８０名で１１０名と、女性の家庭の主婦とかそういう形でなかなか難しいのかなと

は思うんですけれども、女性の方はこれから町長も言いましたように、若い方に子どもを

産んでもらって、うちの町を活気づけるためにも、この部分についてですね、もう少し上

げるための難しいだろうと、もしあるようでしたら、失礼ですけれども、もう一度、お願

い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

主任保健師さん。
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◎ 主任保健師（小保内さおり）

受診されている年齢層をみますと、５０代・６０代の方が多い状況にあります。若い世

代は、まだ自分は関係ないですとか、あと年齢が高くなりますと、自分はもう関係ないと

いうふうに考えている方もいらっしゃるんですが、赤ちゃん訪問ですとか、いろいろな訪

問場面、あとは健康相談場面を通して、女性は一生涯やっぱりこの健診は大事ですよとい

うことを訴えていっているところであります。乳がん、子宮がん検診につきましては、２

年に１回の受診でいいという国の方針がありまして、その辺で誤解されている方も多いか

なというふうなところがありますので、受診勧奨の方はこれからも継続して訴えていきた

いというふうに思っています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

先ほどの冒頭の件数の理解しましたか。件数合わないないよという質問。

暫時休憩します。

（ 休憩 午前１１時５６分 ）

（ 再開 午前１１時５８分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

会議を再開します。ちょっと訂正の部分。

◎ 主任保健師（小保内さおり）

説明します。先天性股関節脱臼の検査日数なんですが、知内診療所の方には、毎回、対

象者がいれば受診しますということで依頼はしています。ですが、対象児がその時期にい

なければ、受診なしということなので、全対象児受診はされているという状況にはありま

す。日数なんですが、報告書２点ありますが、ちょっと今、手元に資料がないので、どち

らの日数が正しいかというのは、はっきりわからないので、後ほどお知らせしたいと思い

ます。申し訳ありません。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ということでございますので、ここで昼食のために暫時休憩をしたいと思います。

休憩をします。再開は１時。お願いします。

（ 休憩 午前１１時５９分 ）

（ 再開 午後 １時００分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

会議を再開します。

生活福祉課関係の質疑を行いますが、その前に先ほど７番委員さんからの実績報告書と

主要施策との数字の差をもう少しわかりやすく説明するということでございますので、よ

ろしくお願い致します。

小保内主任保健師さん。

◎ 主任保健師（小保内さおり）

午前の訂正を致します。股関節脱臼の実績報告ですが、実績報告書が１月末現在の数で

して、股関節脱臼については、２５年度は１７日の実施回数で、受診数は２２名でした。

依頼については、２４回で変わりなくしているんですけれども、対象者数がゼロの日があ

ったので、実施回数については１７日となっておりました。訂正お願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですね。それでは、質疑を承ります。生活福祉課関係、質疑ございませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）
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主要施策の７ページの方の粗大ごみの８８ｔということになっているんですけれども、

確かうちは粗大ごみはまだ無料だという形で整理していると思うんですけれども、ほかの

町は、近隣の町はこれは有料になっているという話を聞いたんですけれども、うちの町と

しては、粗大ごみの部分についてですね、今後どのような形で無料していくのか、それと

も、ある程度になったら有料の形を取るのか、その辺についての考え方があるようでした

らお知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

只今、７番委員さんからのお尋ねでありますけれども、粗大ごみの有料化の関係、手元

にちょっと詳しい資料は持っていないんですけれども、松前町、さらには木古内町、そし

て、昨年から福島町も確か有料化になったかなというふうに思っています。ですから、こ

の四町の中では、本町だけが今現在、無料だと。管内的にも実は有料化を進めているとこ

ろが非常に多くなってきています。これは１つには、有料化することによって、住民のご

みの減量化に対する意識も高めるというようなこともあるし、財政的な意味合いもあると

いうことで考えておりますけれども、本町にあっては、ごみは比較的には管内的には１人

あたりの排出量も少ない状況でございまして、そういうことからいくと、直ちに有料化と

いうことは、今現在まだ考えてはおりません。ただ、今後の状況も見ながら、管内的な動

向も更につぶさに見ながら、いろいろご意見を賜りながら進めてまいりたい。今のところ

はまだ有料化、いつの時点でということの考えはまだ持っておりません。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

それでは質疑がないようですから、これで生活福祉課関係の質疑を終わります。

ここで説明員を入れ替えます。

それでは、産業振興課関係の質疑を行います。５款労働費、６款農林水産業費、７款商

工費及び１１款災害復旧費の１項農林水産施設災害復旧費でございます。

質疑をいただきます。ございませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

主要施策の８ページの今回も新規高卒の部分で助成でゼロという回答を得たんですけれ

ども、町長にお伺いしたいんですけれども、前にもこれは町長かなり力を入れてやってき

たのかなと思うんですけれども、この辺についての実績ゼロということで、なかなか難し

い問題があるのか、その辺について、町として把握している部分について、もしあるよう

でしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長、

◎ 町 長（大野幸孝）

新規高卒者の雇用奨励助成、２５年度については、残念ながらゼロという実績になって

います。それで、いろいろとこの制度の確認について議員の皆様方からのご意見をいただ

きました。それで、うちは最初スタートしたときは、少し範囲を狭くしてやっていた経過

がありますので、少し広めてやらせてもらえればということで、２６年度から告示をさせ

ていただいて、今、継続しているところであります。それで、基本的には、２５年度は要
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するにそういう実績はなかったとしてもですね、将来的に今、行政だけでなくて、町全体

として何とか新規就労の機会を創出できればなという取り組みをさせていただいておりま

すので、これはもう少しというか、周知を徹底させていただきながら、何とか地元に残っ

ていただける取り組みを継続して努力していきたいというふうに思っておりますので、ご

理解をいただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

それはわかるんですけれども、私も商売をやっていてですね、この部分の制度を活用し

たいのは山々なんですけれども、やっぱり人を雇うということになると、やはりそれだけ

のお金もかかって、やはりその方々の生活の保障をしなければならないということで、こ

の制度が１つの助けになるかもしれませんけれども、これはあくまでも１年限りのあれで

したから、それから何十年もということになると、これもなかなか難しい問題が多くある

のかなということで、もう少し何か違った形の部分での何か助成制度というものをちょっ

と考えてもらうことはできないのかなということを私は思うんですけれども、その辺につ

いての町の考え方、ちょっと難しいかと思いますけれども、どうなんでしょうか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

この制度を作らせていただいたときの考え方としては、先ほど言いました。行政が担え

る部分にはもう限界がありますので、全町でそんな取り組みをさせていただければという

ところで、この制度を作らせていただきましたので、これは２５年度実績がなかったから

すぐにやめるという考え方は今、持っておりません。これは件数は少ないとしても町がそ

ういう形で対応しているんだということの姿勢をやっぱり示す意味にも、これは制度とし

ては残していきたいという考え方であります。それで、今、言われるように、景気が回復

したとしても、なかなか今、地域に経済効果が要するに波及されているかということにつ

いては、まだまだだというふうに思っています。それで、今、たまたま新しい制度という

こともお話をいただきましたけれども、実はこれは農業の部分でも１つ新たに内部で今、

検討しているのが、要するに新規就農で今１５０万円の給付制度が国から支給されており

ます。これもですね、収入限度額が２５０万円という限度がありまして、それを超えてし

まうと給付金が打ち切られるということがありますので、その考え方をもう一回、整理を

しませんか、それから、議員ご存じのとおり、今、重内地区において、３法人が立ち上げ

を今しております。ですから、新規就農ではなくて、１つの会社としてそこに就労ができ

るということであれば、私は１つの就労対策になるんだろうと、将来的には農業をしなか

ったとしても、その法人で会社で勤めるという同じ考え方でいいのかなという考え方も持

っております。ですから、その辺も新たな仕組みとして、そこに努めてもらえる人方にな

かなかやっぱり農業というのは、すぐ収入を上げられない、そして、雇った方もなかなか

要するに理解をしていただくために期間がかかるということであれば、一定期間、その人

が一人前になるまで、町が要するにそれをお手伝いするということも１つの考え方なんだ

ろうというふうに、今、思っています。ですから、これもひとつ、地元の企業に勤めてい

ただくのと同じ法人ですから、会社という考えると、私は同等に考えてもいいのではない

かと。ただ、通常の会社と違いしまして、農業経営でありますので、その辺、少し差を付

けながら、何とかそういう新たな雇用の場として確保できる方策がないかということで、
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今、内部的に検討をさせていただいておりますので、ご理解をいただければと思います。

以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今の町長の説明、農業の方の部分でちょっとお話したんですけれども、確か農業の場合

は、新規就農の分で年１５０万円で５年間のあれ出ていますよね、今。その部分と今の部

分とちょっとだぶってしまうのではないかと私、思うんですけれども、その辺については、

別に問題ないんですかね、ちょっともう一度、お願いしたいんですけれども。

◎ 委 員 長（森永 勉）

課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

今、委員がおっしゃいました農業の方は、青年就労給付金のことだと思うんですけれど

も、これにつきましては、今、言われたとおり、５年間１５０万円、ただし、所得制限が

ありまして、２５０万円を超えると給付が受けられないということになっております。そ

して、今、高校のやつ３０万円のこととバッティングしないかということですか。それで、

高卒者の関係ですね、今、町長がおっしゃったとおりですね、２６年度から拡充しまして

ですね、前は中小企業ということで限定をしておりましたけれども、２６年度から要綱の

方をですね、町内の事業所という形で改めまして、今年度につきましては、今の時点で５

名の方のですね、申請がありまして、６か月勤めると、３０万円を交付する予定になって

おりますので、その辺はさっきの青年就農交付金とはちょっとダブらないということです。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかにございませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

実績報告書の方で、ちょっと２ページですか、３の２ページですか、これをちょっとど

ういうふうに解釈をしたらいいのか、対象経費が２１万円で助成費が２分の１以内で助成

交付額が２万５千円となっていますけれども、その辺、どういうふうに理解したら、その

下もそうなんですけれども、人数によってこういうなるということなんですか、それとも、

どうなんですか、ちょっとお知らせ願いたい。

◎ 委 員 長（森永 勉）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。今、２１万円というのは、重内の転作指導センターの加工グループだ

と思うんですけれども、例えば、これを例に取りますと、事業費としては、２１万円の経

費がかかっております。ただ、ＪＡの助成もありますし、あと２分の１以内でこの部分で

すね、ずっと何年もですね、定額で助成している形ですので、要綱上は２分の１以内とい

う形なんですけれども、重内のグループにつきましては、２万５千円ですけれども、下の

農協女性部のですね、工夫点につきましては、３万円という形で長年やらせていただいて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そしたら、それはあくまでも経費ではなくて、固定した形の金額を助成しているという
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考え方でいいんですか。それとも、２分の１と私なっているものですから、その辺につい

てどうなんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。先ほども言いましたとおり、対象経費につきましては、ここに書いて

あるのが対象経費なんですよ、開催経費ですね。でも、あくまでも、要綱では２分の１以

内、それで、先ほども言ったとおり、農協の助成があったりですね、上部団体からの助成

があったり、例えば、２１万円の中にその経費がそこからまた差し引かれますので、その

中のまた２分の１という形で、全体のもちろん２分の１なんですけれども、うちの方で予

算上ではですね、このような形で２万５千円と３万円という形を長年取っていますので、

団体の方につきましてもですね、ご理解をいただいてですね、申請額につきましては、２

万５千円で申請を上がっているという状況です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そしたら、その内訳というものは、きちんと把握しているんでしょうね。もし把握して

いるんでしたら、まず、その農協の助成だとか、そういう団体の助成の金額というものを

わかるんでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

もちろん、申請書にですね、金額内訳全部書いていますけれども、今時点ではちょっと

書類持っておりませんので、後ほどお知らせしたいと思います。もちろん、申請ですので、

必ずそれは財源内訳ですね、書いてありますので、先ほど私が答弁したとおりですね、内

訳を全部把握してですね、その中で申請をいただいて、２万５千円を出しているという形

です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。暫時休憩します。

（ 休憩 午後１時１６分 ）

（ 再開 午後１時１６分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

会議を再開します。産業振興課質疑ございませんね。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

水産物の販路拡大、ちょっとお伺いしたいんですけれども、１０ページなんですけれど

も、今回も浜の母さん、東京都、そして、今回も北区商店街ということになっているんで

すけれども、昨日も北区の自民党の幹事長さんが来て、いろいろな形のうれしい話を聞い

たんですけれども、この部分についてですね、やはり長年やってきているんですけれども、

町長の自己評価の部分でも、この部分についてですね、やっぱりいろいろな形の広範囲の

部分で、一応、見直しも考えながら、いろいろな販路、別な町にもちょっと検討してみた

いなということを書いてあるんですけれども、その辺についての町としての今後のこの事

業の進め方、もしあるようでしたらお知らせ願いたいなと思います。
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◎ 委 員 長（森永 勉）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。東京都の浜の母さんと語ろう会のことだと思うんですけれども、これ

につきましては、もう十数回ですね、やっておりまして、私も今年行きましたけれども、

その中でも何年もやっていてですね、うちの方としましても、交流事業であればですね、

継続していきたいんですけれども、なかなかこちらからずっと何十回も行ってやっている

経過もありますので、その辺はですね、今後、話合いをさせてくださいということでです

ね、お話しておりますので、新年度事業につきましてですね、これから検討していきたい

と思います。よろしくお願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

言っている意味がちょっと理解できなかったんですけれども、あくまでもこれは町でや

っているんですけれども、結局、うちの町の産業の部分にとってですね、やっぱりこれか

ら漁業もそうですし、農業もそうでしょうけれども、商工会もそうでしょうけれども、や

はり町としてはこれを助成するというか、バックアップしてやって、やっぱりうちの町の

産業としてきちんとしたものになってほしいということで、これから繁栄してもらいたい

ということのこの事業の私は趣旨だと思うんですけれども、その辺についてですね、なか

なかこれが今、課長の説明でありましたように、ある程度まではいくけれども、それ以上

は延びることはなかなか難しくて、商売としてどんどんどんどんこれがうちの町の製品が、

どんどんどんどん売れていくというようなことが、なかなか今のところまだできていない

ということで、なかなかこれが結構な年数経っていても、それから抜け出せないというも

のですから、その辺についての何か町としてもこれから見直しと言えば変ですけれども、

もう少し違う視点で取り組むことだとか考えることはできないんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

この点については、以前から各議員の皆様方からご指摘をいただいているところであり

まして、私ももう既に担当課の方に検証せよということを言わせてもらっています。それ

で、その結果、今年度で中止をするもの、それから、継続するとしても、当初の初期目的

が達成されるのか、されないのかをきちんと検証した中で、されないのであれば、このま

まずっとずるずる受ける側としては、全てこちらから素材を持っていって、そして、無料

で提供していますので、全くおんぶに抱っこという形で、それはですね、やっぱりそうい

う交流が要するに見込めないのであれば、私は一回整理をすべきだということをもう担当

に話をしていますので、今、ご指摘いただいたものについては、既にもううちの方として

その検証作業に入っていますので、そんなご理解をいただければというふうに思います。

以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

質疑ございませんね。産業振興課長から説明がございます。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

先ほどの７番委員さんのですね、産業振興集団の助成の内訳のことなんですけれども、

重内の加工グループにつきましてはですね、活動事業の助成ということなので、内訳とし
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ましてはですね、町の助成金が２万５千円、あと繰越金だとか、あと会費、あと事業収入

等がありましてですね、その中の２万５千円という形になっております。あと、もう１つ、

工夫展の方につきましては、これは事業ですので、町の方で３万円助成しておりますけれ

ども、残りの９万円につきましては、独自の財源という形で申請が上がっております。以

上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですね。それでは、産業振興課関係の質疑を終わります。

ここで説明員の入替えをします。

次に建設水道課関係の質疑を行います。８款土木費及び１１款災害復旧費の２項、公共

土木施設災害復旧費でございます。主要施策説明資料については、１２ページから１３ペ

ージの質疑を行います。

質疑いただきます。ございませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

実績報告書の方で見ますと、２ページですか、公共下水道並びに農業集落、それから浄

化槽という部分で、課長、いつもこれをお聞きするんですけれども、今回も公共下水道は

６２％、それで農業集落５７％、浄化槽は３８．７％と出ているんですけれども、この部

分についてですね、なかなかこれ以上は普及というのが速度はどんどんどんどん難しくな

ってくるのかなと思うんですけれども、その辺についての今後の部分と考えて、今の結果

とそれから今後の方向性についてあるようでしたら、ご説明お願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

下水道と農集に関しましては、特別会計の方でということでよろしいですか。浄化槽に

関しましてはですね、まだこれに関しましては、今のままの制度でやっていかざるを得な

いのかなというふうに考えています。あと、農集、公共に関しては、また今言ったように

特別会計の方で述べさせていただきたいと思いますけれども、またこのままではいけない

のかなというところがありますので、そのときに特別会計でご説明をさせていただきたい

と思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

特別会計で説明するということなんですが。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

浄化槽に関しましてはですね、現状のままもう少し推移をみるしかないのかなというふ

うに考えております。どうしても、今、傾向をみますとですね、建物の改修だとか、新築

に合わせて浄化槽の設置傾向がありますので、もう少しこのまままだ制度的にみても下水

道よりは時間も経っておりませんので、しばらく経過を見ていきたいと考えております。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

この部分で、４０％いかないという普及率なんですけれども、この部分をみますと、や

っぱりうちの町の人口形体をみますと、やはり高齢者の方が多くなっている部分で、これ

をこの人たちになかなか私は普及するための説得と言えば変ですけれども、そんなに不便

を感じないということで、これを必要としていないのかなと思うんですけれども、この辺
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についての意識改革、そういう部分での考えがあるようでしたらお願いしたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

制度の周知に関しましては、十分行き渡っているとは思います。それと合わせまして、

下水道の供用開始のときにも、公共水域の水質保全だとか、あと環境悪化を防止するだと

か、水洗化によって、快適な生活を送るだとかというあたりは広報等でコマーシャルした

ことがありますので、それについても皆さん、承知されているのかなと思っております。

ですから、合併浄化槽に関しましては、設置箇所がですね、どうしても構外になりますの

で、悪臭だとかそういうところも住んでいらっしゃる方、あまり広々としたところで暮ら

しているので感じないのかなというふうには思いますけれども、公共用水域の水質悪化に

対する保全防止になるよというところにつきましては、また広報誌等で広報していきたい

なというふうに考えています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで建設水道課関係の質疑を終わります。

ここで説明員を入替えします。

次に教育委員会関係の質疑を行います。１０款教育費です。主要施策説明資料について

は、１４ページから１６ページまでの質疑を行います。

質疑を賜ります。ございませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

毎回毎回聞くんですけれども、実績報告書の３ページ、教育長、心の相談員ですよね、

前も聞きましたけれども、４月・５月がいないものですから、６月からの部分になってい

るんですけれども、うちの町としてもですね、心の相談員を通じてですね、いじめ問題で

すよね、その部分についての私も何回かあるということを聞いたものですから、その辺に

ついて、どうなんですか、実際は。お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

子どもたちのいじめの状況についてのお尋ねだと思います。まず、心の相談員の実績に

ついては、今、ご指摘あったように、実績報告書の段階で出ているのですが、そのほかに

今年度の２月の段階で相談員の方から出していただいた文章の中から拾ってみます。まず、

学校生活の中では、友人関係の悩みが多いと。特に女の子にその傾向が多くみられると。

それからコミュニケーションや人とのつながりに関わる感情の行き違いがあるのが中の大

半だと。それから身体的な健康的な面に関しては、感情の過剰な抑圧によっての体調不良

というのが指摘されています。性格、自己像というところでは、自己肯定感の自分が要す

るに自信があるとか、自分は存在感がみんなに認められてもらっているとか、そういう自

己肯定感の著しい低下によって自責感を持ち、劣等感が強まっている状況の生徒がみられ

ると。こんな状況も報告の方、昨年いただきました。それで、昨年２５年度にいじめ防止

条例を作りまして、いろいろな施策の方もさせていただいているのですが、実際にはこれ

もご指摘のあるように、子どもたちの生活状況の中で、人との関わり方がなかなかうまく

いかない状況も指摘されているのが実際にはあります。これらに関しては、学校の先生方
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を中心に学校での生活指導、生徒指導を行っているのが現状です。それと、ＱＵという質

問紙による学級での子どもたちの状況を把握するテストがありまして、それを高等学校、

中学校と実施させていただいて、クラスの状況を数値的に、また、客観的に捉えるような

努力もしています。これも非常に有効だというふうに聞いていますので、その有効性に則

って、指導の方も進めていきます。それから、なかなか解決しにくい問題として、携帯電

話等々のことの使用に関してなんですが、昨年の段階ではこれらについての相談や指導は

もちろんしているんですけれども、今後なんですけれども、これからのことなんですが、

今月の校長会でもちょっと意見を聞きまして、携帯電話等々の使い方について、愛知県の

刈谷市で夜９時を過ぎたら親に預けるという条例を作ったのがございます。それについて、

渡島の教育委員の研修会の折りに渡島管内の全体の話題で取り上げてみて、本町ではそれ

に対して生徒会やＰＴＡと一緒に、子どもと一緒に携帯電話等々について話し合う機会を

持っていきながら、約束事を子ども自身の手で作り上げていくというような活動をこれか

ら進めていきたいと思っています。とにかく、いじめに関しては、防止条例も作りながら、

町民の皆様に関心を持っていただきますので、本町において、重篤ないじめが起こらない

ような対応をこれからも取ってまいります。以上になります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

前、私がちょっと聞いた話でありますと、前１回高校生の方で、いじめにあって、１回

収まった経緯があって、そして、またそのあとしばらくしてその生徒さんと離れたんです

けれども、また何か一緒になった形で、またそれが再発というか、また同じようなことが

起きてしまって、学校で何をやっているのかなという部分、ちょっと聞いた話があるんで

すけれども、その辺について、私も何かその部分では指導している割には、先生も無造作

にそういう形の相反する子どもたちが側にいるということを作ってしまって、ちょっと私

も腑に落ちなかったんですけれども、その辺についての何か把握してたことはあるんです

か。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

今のことなんですけれども、ご指摘もやっぱり受けまして、情報も得まして、具体的に

言うと、学校の方にその旨も伝えて、状況の方を調べていただきました。具体的には、家

庭訪問の方もしていただいて、ご本人とも会ったり、それから、部活動の担当の先生との

関わりもあったりして、調べていただいて、良好に進んでいっていると、関係は何も悪く

ないようにいっているというふうに報告も受けていますし、実際に自分自身の目でも部活

動の活動等々の様子や表情をみて、何か感じる問題点というのはなかったわけです。よっ

て、学校の方でも高等学校なんですけれども、実際に家庭訪問していただいて、お話もし

ていただいて、お子さんの進路のことにも相談に乗っていただいて、かなりきめ細やかな

対応をしているので、現段階では、問題点はきっとないだろうなと。ただし、学校として

はやっぱりこれからも継続して関わりを持っていくというふうに聞いていますので、学校

の取り組み方について任せて、これからまた見守っていきたいなというふうに思っていま

す。以上になります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。７番、谷口君。
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◎ ７ 番（谷口康之）

１５ページのアカデミックサテライトなんですけれども、これもちょっと話を聞いたら、

結構、先生もそうですし、子どもさんたちもすごい一生懸命取り組んでいるみたいなこと

を聞いたものですから、これはすごく良いことなのかなと思うんですけれども、その辺に

ついての町として、今回、教育長、実績と今後の方向性、もう少しまだ深くやっていくの

か、その辺について考えがあるようでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

アカデミックコースで町の理解もいただきまして、議会の理解もいただきまして、シス

テムの方を導入して、昨年、前にもお話しましたように、工業系の大学に入ることが可能

になりました。この実績からいきまして、子どもたちが使っている状況が数字として表れ

ているので、きっとお分かりのことだと思います。具体的には、このアカデミックコース

のサテライトを入れることは、共通１次試験、センター試験を受験するような環境を作り

たいなということで、昨年は合格者の方はわかるんですけれども、ほかの国公立で合格は

できなかったんですが、センター試験を受けたお子さんが５名、その中でそれらを通じて

入学できた子が２名で、残り３名は残念だったんですけれども、国公立のコースに受験も

している現状があります。今年の町の広報も年間何回か知内高等学校のページをいただく

ことにしまして、その最初の１回目のページ構成が、今回、このサテライトも使いながら

大学に行った子の手記といいますか、感想といいますか、載せていたのはきっとご覧にな

っていただいたと思うのですが、野球の子どもであれば、放課後忙しいので、朝早く学校

に行って、開いて、自分で勉強している様子などがわかるものですから、学校としてこの

施設設備を持つということは、子どもたちが自主的に学習活動に取り組むひとつの環境と

して、非常に有効だと思っていますので、今後もこの形を進めていっていただければあり

がたいなと思います。以上になります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

これをどんどんどんどん進めて、文武両道という形で進めてほしいなと思うんですけれ

ども、そこでですね、上の方で通学生徒の助成という部分があるんですけれども、それも

そうでしょうけれども、うちの町として町立高校、町長も一生懸命やっていて、２間口８

０名という部分を確保したいということなんですけれども、この辺についてもですね、や

はりこれから生徒確保のため、どのような形でこれを取り組む形を取っていきたいのか、

その辺まず、あるようでしたらお知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

ご指摘のように、知内高等学校２間口、定数８０名ですから、全校生徒を入れて２４０

という定数なんですけれども、現在のところ、今年の入学者でも５０名台ですので、２０

数名の欠員が生じている状況になります。通学してきている子たちの内訳をみると、本町

知内町とお隣の木古内町の入学者の数がほぼ同数、２２・３名ずつぐらいと。あと福島町

からは一桁台なんですけれども、確か３名だったと思います。少ないわけです。あと他町

から交流センターにいる子たちが６名でしたか、入れて総数になっているのですが、高等
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学校に対して、魅力のある高等学校として選択してもらうためには、１つには、出口の問

題が非常に重要だと思っています。入学してくる子たちにとって、その学校に入ることに

よって、何ができて、自分は何が実現できながらその先に向かっていけるのかという、出

口の要するに明視化するというんですか、明るくみえるようにしてやる、これが一番大事

なことだと思いますので、学校における進路指導とそれから今年度ですね、新たに取り組

んでいただいたのが、学校説明会の時期を早めるということで、もう既に実施し、終わり

ました。ただ、今回は他校との連携がうまくいかなかったので、函館市の学校説明会とバ

ッティングした経過もありますので、それらのことを改善しながら、早めの学校説明会、

そして、理解を深めていく活動をまず、していくのが一番大きな課題だと思っています。

もう１つは、広報活動だと思っています。高等学校の学習状況だとか、生活状況だとか、

生徒の暮らし、町としての助成をどう広く広報するかが、大きな課題になっています。こ

れについては、学校説明会ばかりではなくて、学校訪問等を行っていますので、その折り

にパンフレットを持っていっていただいたり、それから、機会がある毎にそのお話をする

ようなことを設けていますので、この広報活動がきっと大きな連絡をしていくのにプラス

になっていくのかなと思っていました。それから、また未確定なんですけれども、現在、

女の子で本町に来て、知内高等学校で部活動も含めた活動をしていきたいというお子さん

が内々に聞いているものですから、それらについても、このことについては、近々確かめ

て、具体的な対応の仕方を取っていきたいなと思っています。考えていきますと、学校の

やっぱり出口と校内生活の充実とそれから、安定した学校生活が送れるということが１つ

の重大な要素になりますので、学校の方とタイアップをしながら、我々がそれを支える活

動として、教育委員会として進めてまいりたいと思っています。以上になります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。そのほか教育関係、ございませんか。３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

教育長、それから更に町長にお尋ねをしますが、教育長の執行方針どおり２５年度も知

内高校、高校野球を中心にしながらスポーツ交流を進めてきたところですね。経費は全く

持たないで。これもまたこれから後年時もずっと進めていくという教育行政の施策の中で

進めていくという考え方に変わりないですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

お尋ねの件なんですが、前もご質問があったと思うのですが、スポーツ交流に関して、

高校野球、夏場の活動がお盆の頃ですよね、メインだと思うんですけれども、これに関し

ては、後援会の方が主催になって行っているんですけれども、教育委員会、また、町とし

て施設設備等々について十全なやっぱりバックアップしていると思っています。ただ、こ

れらの交流に関して、宿泊だとか、それから子どもたちが来るまでのいろいろな経費等に

ついて、まだまだ検討することが確かにあると思いますので、現段階でのやり方について

は、本町の施設設備を使いながら、十分な活動を進めていくのに我々としても関わってい

ると思います。今後、この交流会のあり方について、どうそれを拡大して、どうそれを広

げていくかについては、町との検討もきっと入ると思いますし、後援会のご意見も聞かな

ければいけませんし、これらについては、今後も検討していきたいと思っています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。
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◎ ３ 番（松井盛泰）

教育長の考え方、教育行政の中で、それらを推進していくのかということなんです。後

援会に手助けしていくというふうにしかちょっと聞こえなかったんだけれども、その辺は

どうでしょうか。俺の勘違いなのか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

私の言い方がきっと間違ったと思うのですが、後援会の中で進めていただいていること

をどう我々がバックアップするかという立場でそれを考えています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

町長が就任以来ずっとスポーツ交流の推進によるまちづくりということで、昨年度もこ

のまちづくりの中で、一切、一般会計から経費が出ていないということも含めた中で、ほ

かの団体からそういうものを受けながらやるのもまちづくりの一貫だという言い方をして

いるんですね。教育長もそれと同じ考えでよろしいですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まちづくりに関しては、私の考え方です。いろいろな団体があるんですけれども、それ

ぞれの団体が町の活性化を目指した活動をしていくのが重点である。これは当たり前のこ

とであって、それをお互いの立場によって、どうそれをフォローし、支えていくかという

ことが問題の組み立て方だと思いますので、今のこのスポーツ交流等々の夏の高校野球に

ついては、我々としては、後援会の活動をどう支えていくのかという立場でこれに関わっ

ていければ一番いいのかなと思っています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

どうもその辺がちょっとわからないんですよね。町長は町長なりにまちづくりの一貫と

してこれをずっと推進していくんだよと。ところが、教育長は、後援会でやっていくもの

について、我々どうやって関わっていくのかと。全然考え方違うんじゃないですか。どう

なんでしょう、その辺。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長、もう一回。

◎ 教 育 長（田中健一）

ご理解してもらえないのがちょっと残念なんですけれども、まちづくりというのは、町

民の方々が皆さん考えておられることだと思いますし、それらの活動がどの活動でもまち

づくりから離れるものではないと思うんです。それはそれぞれの立場によって、または関

わり方によって、多彩な活動が持ってこれると思います。よって、この野球のスポーツ交

流に関しては、本町の大野町長の方でまちづくりの大きな柱にするということは重々にわ

かっていますし、私たちも教育委員会としてもそのことをどう形として進めていくかにつ

いて、いろいろな方策や連携も取っているのが事実です。この問題のスポーツ交流の問題

に関しては、先ほどもお話しましたように、知内高等学校野球部の後援会というのがやっ
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ぱり大きなまちづくりの組織だと思っていますし、高等学校を支えてくれる大きな組織だ

と思っています。この組織の活動に対して、教育委員会として、それをどういうふうにし

て支えていったり、または、それをどういうふうにして押し上げていったりとか、その相

談に乗るとか、そういう活動をしていくのが我々の立場ではないのかなと思っています。

よって、夏のこのスポーツ交流等々に関しては、今、進めている方向で、もし何か大きな

問題でもあるようだったら、お互いにやっぱりひざを付け合わせて相談していくのが１つ

の筋道だと思っています。以上になります。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

教育長の考え方、ちょっと理解できない部分がありますけれども、あくまでも知内高校

野球部後援会というのは、まちづくり団体ではございませんよね。スポーツ交流というの

は、知内高校の生徒を如何に育てていくかということなんでしょう。それらのまちづくり

を加味しながらやっていこうということなんでしょう。私はそういうふうに理解している

んですよ。教育行政というのは、そういうことではないんですか。もし、俺の考え方間違

っているんだったら答弁をいただきたい。

◎ 委 員 長（森永 勉）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

間違っているとは思っていません。スポーツ交流を通じながら、本町の子たちも当然そ

こには参加しますし、交流活動を通じて、子どもたちには貴重な体験の場がそこで用意し

ていただいているということは、もちろん高等学校の子ばかりではなくて、中学校、小学

生の子どもたち全体にとってもプラスになっています。合わせて、観戦に来ていただける

町民の皆さんにも知内高等学校を含めた学校の教育活動が活力あるものとしてきっと映っ

ていくと思いますので、そういう意味では、非常に意義あるものだと思っていますし、知

内高等学校の子どもたちのために、もちろんそうなんですけれども、この町の活力も同時

に高まるというふうに私の方では捉えていますので、ご理解をしていただければと思って

います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

町長にお伺いしますが、町長の行政評価の中で、全て交流事業については、Ａ評価です

よ。これはあなたの判断ですから、これはいいんですけれども、教育長にお尋ねしたよう

に、町長もこれからもずっとそういう形で今までと同じ考えでやっていくということの理

解でよろしいかどうか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

知内高校野球部後援会、３番委員さんもご存じのとおり、平成２年から組織を立ち上げ

をして、野球部の活動を支援しようという目的で組織が今まで継続されているという私は

認識をしております。その中で、この交流大会というのは、ある学校の監督さんから合宿

に来ていただいたときに、知内町でそれを開催していただけるのであれば、道内の強豪校

をここに呼ぶことができるんですねということからスタートして、今年で確か７年目にな
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るんだろうというふうに今、記憶しているところであります。そんなことから、今、基本

的に交流大会というのは、後援会独自の事業として、今、実施をしていただいております

ので、これは後援会が毎回、総会、今４月に開催されて、事業計画を会員の皆様方に周知

をし、そして、説明をし、そして、総会で議決を理解をしていただいて今、走っている事

業でありますので、それ以上、町がそこにどうのこうのという形は私はするべきではない、

後援会の１つの独自事業として展開をしていただいているという認識でいるということで

ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

町長の考え変わったんじゃないですか。当初は、去年も一昨年も決算委員会のときに、

更に予算委員会のときに、同じ質問しているんですよ。そのときは、町長いわくは、その

町民の団体の方から私が言うのは、こういうふうに謳っているのであれば、一般会計から

経費は当然みるべきだということをずっと今まで言っているでしょう。まだ質問中。にも

関わらず、ほかの方でそういう経費をみてもらって、やるのもまちづくりの一貫だという

ことで、ずっと主張してきたでしょう、あなたはね。その考え方は変わったんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

全く考え方は変わっておりません。これは以前に３番委員さんからご質問があって、町

がそこに団体に支援しなければ、行政の要するに評価として、まちづくりの中でそれは謳

うべきじゃないというご指摘でありました。私は違う。各団体が１つのまちづくりとして、

行政が進める方向で一緒に各団体がそこに連携を取らせていただくのも、１つのまちづく

りだろうという考え方は話をしていますので、その考え方については、一切、変わってお

りません。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

確認しますけれども、あなたの執行方針の中で、まちづくりの方針として、これからも

ずっと続けていくわけですね。自分の施策の一環として進めていくわけですね。そうすれ

ばですよ、本当はこれは出したくなかったんだけれども、地方財政法に引っかかりません

か。いろいろな形で調べてみました。地方財政法の第２７条の４項、５項、住民に対して

直接だろうと、間接だろうと、いかなる負担を転嫁してはならないというのが、地方財政

法の根本的な考え方ですよね。教育費も同じ。地方財政法の４条の第５項、割当て経費の

転嫁は一切だめよと。これ正しくこれに転嫁しているというふうに解釈されても仕方がな

いんだよ。私はこれを絶対、地方財政法に引っかかると思うのですが、考え方どうですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

どうもその今、ご指摘をいただいているものについては、ちょっと理解ができません。

それで、その地方財政法に引っかかる、引っかからないというのは、どこを要するに判断

をして、そんな意見を今、言っているのかというのは、これはもう少し時間をいただけれ

ばというふうに思っています。でも、私は基本的にまちづくりというのは、町全体でそれ
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を進めるということについては、一切、法に抵触するものではないという今、理解をして

いるところでありますので、これは今、３番委員さんの方からご指摘をいただきましたの

で、きちんと精査をさせていただければというふうに思っています。それで、基本的にス

ポーツ振興というのは、私の大きなまちづくりの柱でありまして、これからも拡充をした

いというふうに思っています。その中で、今、先ほども申し上げましたけれども、後援会

の単独事業として、今、やられている交流大会がまだ規模を私は拡充をしたいという、私

なりの考え方がありますので、その中で、後援会の皆様方と相談をさせていただいて、そ

して、その辺の方向性を見いだしていければというふうに思っておりますので、今のまま

で継続するということではなくて、もっともっと拡充をできる体制を整えていければと。

それが知内町の特色を生かすまちづくりであるという考え方をしております。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

理解のできない部分が、急に言われたから多分あるんだろうと思うけれども、まちづく

りでいろいろとやることに対しては、私ははじめから反対しているものではないです。や

るんだったら、経費をほかのところから出さないで、町で持つべきだよと。ほかのところ

から出させることによって、地財法に抵触するということなんですよ。これはほかの機関

からいろいろと調べてもらった結果、あえてここでコピー取って持って来たんですが、そ

して、町長は、あらゆるところで小谷石観光、さらには、知内高校のスポーツ交流をどこ

へ行っても宣伝しているようです。ある首長からも知内の町長、幸せだなという話もちょ

っと聞きました。自慢できるものが多すぎると。その中でいつも自慢するのが、野球のこ

とは常にいつも言う。その中でもやっぱり交流の里づくりの話も随分しているようだけれ

ども、経費どのくらいみてるのといったら、一切みていませんよといったら、その首長た

だ笑っていました。おかしいねというだけで。そういう例もございますので、ただ、これ

は私は抵触する、しないについては、後ほど議員の皆さんと相談をしながら、監査委員に

その辺の意見を求めることも今ちょっと考えています。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

ちょっと申し訳ありません。確認をさせていただきたいんですけれども、私は要するに

そこに公費を投入していませんと。交流大会に。それを抵触するということになるんです

か。要するに私が行政の方向として、スポーツ振興ということで、当然、交流大会もそこ

にこういう大会を開かせていただいていますよと。だから、それを後援会に対してですよ、

あなた方はそれを要するにやりなさいということを一切言っていません。先ほど言ってい

ます。長い間の歴史の中で、後援会が独自事業としてやってきたもの、それに対して、私

が交流大会をやるのに、町は一切、財政を負担しませんから、あなた方が勝手にやりなさ

いという形ではないということだけは、ご理解していただけると思っています。それが法

に引っかかるというのは、ちょっと私は理解できませんので、これはちょっと時間をいた

だいて、精査をさせていただければと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

丸っきり後援会に関係ない町長であれば、そういう言葉もいいんでしょうけれども、あ
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なたずっと事務局長やりながら、後援会の会長やりながらですよ、そのときから交流始ま

っているんですよ。あなたがやりなさいとか、やるなとかという問題ではない。あなたが

今までずっとやってきたでしょう。今更そういうことを言われる自体がおかしいよ。

◎ 委 員 長（森永 勉）

わかりました。法的な根拠について、またあとで精査するということでありますから。

ということでよろしいですね。あと、ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでございます。これで教育委員会関係の質疑を終わらせていただきます。

以上で各課毎の歳出に関わる質疑が一通り終わりましたが、歳出全般にわたっての質疑

漏れの方ありましたら、質疑をいただきたいと思います。ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで歳出全般の質疑を終わります。

歳出全般の質疑に続いて、これから歳入の質疑を行います。

歳入は一括して質疑を行います。質疑を賜ります。歳入の質疑ございませんか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今朝、函館新聞を見ましたら、一面に大野町長の顔がぼんと出ていました。記事を読ん

でみましたら、函館新聞記者の質問に答えていて、中にちょっと気になったのが、滞納繰

越税の縮減に努めたと言いますけれども、不納欠損をした以外にどれだけの効果というか、

あなたが３年間やってきた中で、どれだけ縮減に努めたのか、数字があったらお示しいた

だきたい。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

強制執行による縮減額については、今ちょっと手元にございませんので、すぐ調査をし

て持って来たいと思いますので、よろしくお願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

暫時休憩を致します。

（ 休憩 午後 １時５７分 ）

（ 再開 午後 １時５８分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

それでは、会議を再開して、ほかの質問をいただきます。

ございませんか。ないようですから、暫時休憩をします。

（ 休憩 午後 １時５８分 ）

（ 再開 午後 ２時１３分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

それでは、会議を再開致します。

先ほどの３番松井委員からの質問の数字的な根拠をお答えいただきます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。先ほどの滞納税の縮減の関係でございますが、平成２３年度末の滞納

額の調定から現在の滞納調停額まで３年間で５，７００万円の滞納税の縮減になっていま
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す。ただ、この中には、不納欠損としての１，４００万円も含まれているということで、

ご理解をいただきたいと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

よろしいですか。そのほか質疑ございませんか。１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

滞納についてちょっとお尋ねするのですが、監査資料の１７ページ、２５年度末の町税

の滞納状況が出ておりますが、その中でですね、滞納期間が古いのでは、住宅使用料です

から平成３年から、あるいは、国民健康保険では平成８年から、それから中には町民税、

平成１０年となっています。町税等の時効は５年なわけですね。当然、５年よりかなり古

いのがまだ残っているということでありますので、今まではこういうことが時効にかかっ

ていて取れないということがあったわけですが、平成２３年からこういうことのないよう

にということで、やっているわけですから、当然のことながら全てのものについて時効停

止の手続は取っているんだろうと思いますが、確認致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。今、現在は、時効停止の手続は取っておりません。ただ、中にはです

ね、どうしても財産調査等を致しましても判明しなく、時効になる件数も数件は出てくる

んだろうということでこちらでは抑えております。あるものについては、差押え等致しま

すので、時効停止案件になりますけれども、どうしてもなければ、処分停止までにはいか

ない、財産が判明しない。でも、調査してもなかなか出てこない、そういうもので時効案

件になるもの、今後そういうものは数件は出てくるんだろうという認識はしています。概

ねは時効停止処分を行っております。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

確認のためにもう一度、お尋ねします。今現在では５年以上過ぎているものについては、

基本的には、時効の停止処分はしていると。ただ、５年以内のものでも、今、財産等調査

中であるけれども、なかなかそれが判明しないと。そのうちに処分停止の手続に入る前に

時効を向かえてしまうという案件も残念ながらあるということでよろしいんですね。わか

りました。

◎ 委 員 長（森永 勉）

そのほかございませんね。

質疑がないようですから、これで歳入の質疑を終わります。

これから決算全般にわたる総括質疑を行います。

１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

全般についてお尋ね致します。まず、評価表に基づいてお尋ねするのですが、まず、最

初に評価ＡＢＣＤとありますけれども、Ｂのところをみますと、事務・事業への目標、目

的を概ね達成できたというふうになっているわけですが、Ｂの判定の部分ずっと見ると、

概ね達成できたいう、私の印象ですけれども、いくつか課題が残ったというふうな私は捉

え方をしております。その中で、まず、１つ目は、８８番の行政改革大綱についてお尋ね

しますが、Ｂの判定でありますが、私はむしろこれはＣの判定だろうなというふうに印象
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を持っています。本当に着手しているのかなと。行政改革大綱、これはもう何年も前から

やるやるといってですね、毎年手を付けませんでしたという形で過ごしています。過去の

ことを言いますと、今まで行政改革大綱を作った時期もありまして、その頃は、かなり組

織も肥大化したりですね、財政的にも借金が増えたりと、いろいろな形でですね、いろい

ろな行政の課題がはっきりと見えてきてですね、そういうことで行政改革大綱を作りまし

た。それを概ね人事定数が管理になったので、そういうことで行ってきて、それなりの成

果を上げたんですが、そのうちにですね、やはり非常に実質公債費比率が高いということ

でですね、むしろ公債費負担適正化計画の方が非常に重要な案件となって、それを粛々と

進めてきたという形になっています。そういうことで、この部分も非常に１５％台と低下

しておりますので、これも概ね達成できたと。そうすると、現時点で、行政改革大綱を作

らなければならない行政的な課題はどこにあるのかというと、なかなか見てもですね、見

渡しづらいなという気はするんですね。定数もかなり削減していますし、起債もかなり減

ってきています。一時８０億はあったのに、今５０億台になりました。それから、基金も

ですね、今は３０億円台で当初、適正化計画を考えていた１０億円をはるかに上回った規

模でですね、基金も残っているということで、そういう点でも考えても、本当に近々の課

題もないのかなと。それから、行政システムについてもですね、今回も出ましたマイナン

バー制度もあるように、かなり国のいろいろな形で指導でですね、行政システムそのもの

がですね、なかなか町村で考える以上に国の方の流れが速いものですから、それについて

いくのが精一杯の状況なのかなと。そんなことを考えると、知内町で独自の行政改革大綱

を作るというのがなかなか課題として見えづらい状況なのかなと基本的には思っていま

す。その中で、町長は、行政改革大綱ということを打ち出しているわけですから、どうい

う観点で町長はこの政策として打ち出しているのか、改めてお尋ねします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、ご指摘でございますけれども、行財政改革大綱、これは私、町長に就任させていた

だいてからずっとこのものについては、掲載をさせていただいておりまして、今、確かに

言われるようにＢ評価というのはどうなんだと言われますと、それもそうなのかなという

思いもあります。ただですね、今、ここに書かせていただきましたけれども、策定に向け

ていろいろと今、事務方で作業を進めていっているということで、まず、ご理解をいただ

ければというふうに思います。そんなことから、Ｂ評価という、全く手をかけていなけれ

ば、Ｃ評価、Ｄ評価にきっとなってしまうんだろうというふうに思っていますけれども、

これは最終的に今、評価をする段階で、各担当課と副町長を入れて判定をしていただきま

した。これは各担当毎に１回副町長のところに提出し、そして、それを全体の会議で再度

検証をしたということで、今回、議員の皆様方にお配りしている評価という形になったと

いうことでご理解をいただければと思います。それで、今、ご指摘であります、いろいろ

と行政改革を今、行政改革を進める中で、方向性として、どんな形で今、改革を作る予定

なのかというご指摘でございますけれども、確かに今、いろいろと言われましたように、

町が今、これからどうしても近々にこの改革を進めなければならない案件というのは、少

ないんだろうという認識はさせていただいております。ただ、私はこの中で、今、考えた

いのは、ここにありますように、定員管理であります。今、各課に定員管理で条例で持た

せてもらって、定員を定めさせていただいています。それで、７年間の公債費負担適正化

の中で、退職者の不補充という形で補充していない部分も中にあります。それと、今、準
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職員の採用で、それを補っている部分もあります。ただ、今これだけ行政のニーズが増え

ている中で、果たして、そういう体制でいいのかどうかということを１つ大きな着目点と

して将来的な町の進め方、その中で、各担当の職員の配置というのは、今のままでいいの

かどうかということをまず、重点的に考えさせていただければというふうに思っています。

それともう１つは、今、基金残高３３億円、実質公債費１５．９％ということで、当初の

目的よりも要するに順調に進めさせていただいて、目的以上に成果があったというふうに、

私も思っていますけれども、将来的に今、大きなプロジェクトを抱える中で、基金残高３

３億円のふるさと創生から減債基金から財調基金からこれをですね、どんな形で今後、要

するに使っていくべきなのかということも少し踏み込んだ中で、考えさせていただければ

というふうに思っています。ですから、減債基金というのは、もちろん従来まで予算を編

成する中で、２億円くらいの歳入、減債基金からの繰入れをしなければ予算が編成をでき

ないという時代を経て、今、要するに手を付けてきていない。そして、逆に今、基金残高

を増やしてもらっているということであれば、将来的に知内町の将来を考えた場合に、そ

の基金をどんな形で有効に使っているか、そして、特目基金ということでのそういう目的

で要するに基金残高を持っているものもありますので、その辺の方向もきちんと見極めて

いきたいという今、考え方をしております。それで、基本的には、今、スリーエスさんに

お願いをしております人材派遣の部分、それから、指定管理の部分、この辺ももう少しき

ちんと町としてどんな形で関わりを持っていくかについても、もう少し中で検討をしてい

ければなというふうに今、思っているところでありますので、ご理解をいただければと思

います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

今回の決算の概要の中でもありましたが、経常収支比率が８１．２と少し上がっており

ます。その要因としては、燃料費の高騰ですとか、あるいは、職員の退職金の負担金の増

とか、そういうことが上がっておりますが、ただ、２２年度からこの１０年ではですね、

７５．４と一番低い数字で、それ以降３年間で少しずつ上がってきているという状況であ

ります。一方では、職員の給与費の部分を見ますと、４億５千万円程度でずっと推移して

いるんですが、意外と減ってこなかったなという気がしています。今、町長が言われたと

おり、退職者の満度の充足ではなくて、少し退職者よりは少ない採用をしていますし、当

然同じ人数を採用したとしても、高い給料の人が辞めて、安い給料の人が入るわけですか

ら、当然職員給料の部分もの部分も減ってきていいはずだし、当然人数も減らしたら、も

っと減ってもいいのかなという気がするんですが、なかなか人件費が思うように減ってい

ないなという感じが致します。この辺のことは当然、これからの課題として残るんだろう

と思いますけれども、いずれにしても、今、町長がお話になったように、あるいは、１番

議員の一般質問にもあったように、将来にわたって非常に大型のプロジェクト、財政的な

負担を強いられるものがあるわけでありますから、そういうことを考えながら、当然これ

から財政運用ということはしていかなければならないでしょうし、まだ先の話にはなりま

すけれども、２７年度で第５次の総合計画が終わって、今度は第６次の総合計画を作らな

ければないわけですから、そういう中で、今までと同じような形の行政システムで、果た

してやっていけるのかどうか、一方では人口減ということもあります。特に人口減が非常

に大きな受けるんだろうと。交付税の問題もありますから、そういうこともありますので、

今後の行財政改革ということはかなり、もちろんこれは総合計画と絡めてのお話になりま
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すけれども、大事なものだと思っていますので、その辺の考え方、改めてもう一度、お尋

ねします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、ご指摘をいただきました。第６次のまちづくり総合計画、これは大きな今、これか

ら進める事業としては、将来のまちづくりを方向付ける大きな計画になるんだろうという

ふうに思っています。そんなことから、当然それは私が今、目指している知内町独自のま

ちづくりの中で、大型プロジェクトも中に入ってきます。それからいろいろと今、課題を

解決するがための財政も要するに必要になってくるということも踏まえた中で、財政の硬

直化を要するにさせないがためにいろいろとやっぱり考えていかなければならないという

ふうに思っています。それで、先ほどちょっとご指摘いただきましたけれども、人件費の

部分で、当然、高い給料の人方が退職して不補充ということをしていれば、当然人件費と

いうのは落ちてくるだろうというご指摘のとおりだと思います。ただ、平成２５年度に以

前から手をかけてこなかった部分で、調整をさせていただいて、その部分が相当、額が、

これは議員の皆様方にご理解をいただいて、職員の要するに処遇改善という形で取り組ま

せていただいたものをその中に２５年度決算として入っているということでご理解をいた

だければというふうに思っています。いずれにしましても、これからある基金を有効に活

用する、そして、それを要するに町民の皆様方、議会の皆様方にご理解をしていただける

財政運営に努めていきたいというふうに思っていますし、今、今回新たに平成２６年度の

ことで申し上げますと、地域の事業で、林業関係で６億５千万円の新しい事業を計上させ

ていただいて、議決をいただいているんですけれども、基本的には、私は財政対策という

のは、今の森林加速化補助金を付ける、そして、元気交付金を付ける、そして、今回、Ｌ

ＥＤ化に補正で組ませていただいた、頑張る元気交付金、これもちょっとどういうふうな

仕組みかというのはわからないんですけれども、元気交付金をいただいた自治体にその部

分をプラスで配分していただいたというふうな状況でありますけれども、そういう国、道

の状況をきちんと踏まえながら、適切に補助金を活用できる、そんな体制を作っていけれ

ばというふうに思っていますので、ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

行財政改革の点は、その点を留意しながら進めていただきたいと思います。それで、も

う１回、行政評価の方で見るわけですが、どうしてもＡＢＣの判定に注目を致します。そ

こで見てみますと、例えば、２ページですが、これは町長の執行方針に基づいてですね、

それぞれ評価表が順番になっているわけでありますが、２ページの商工業の振興、全てＢ

判定です。それから、観光振興を含めてもですね、全部で６項目ある４項目はＢ判定とい

う形になります。非常に商工業、あるいは、観光という、商工会に関する部分が非常にＢ

判定が多いという印象を受けます。同じく３ページ、子どもの未来に希望のあるまちづく

りという欄を見ますと、この中で特に働きながら子育てができる環境づくりという部分は

Ｃ判定も含めて４つのうちの４個がＢ・Ｃの判定であります。更に言いますと、町長の目

玉としている交流事業による推進のまちづくり、スポーツ交流から体験観光までの９項目

ありますけれども、このうちの５項目がＢ判定です。非常にこういうふうにですね、Ｂの

判定のある施策というのが集中してあるわけですね。ということは、その部分にやはり何
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か問題があるんだろうなと、事業の推進の仕方で、という気が致します。商工業の振興に

ついてもそうですし、あるいは、交流事業についてもそうなんですが、前々から私が感じ

ていることは、町が一生懸命、こういう推進を図っていろいろなことを計画を建ててやっ

ていますけれども、受皿になる方が本当にそこまでの気持ちがあるのかということが、ま

ず、第一に感じられます。それから、子育て支援部分の部分の働きながら子育てができる

環境づくりという部分、ここれはちょっと学童保育というのが大きな目玉ですから、この

部分は十分やっていると思いますけれども、全体的に子どもの未来に希望のあるまちづく

りの欄ではですね、本当にその現役のお母さん方のニーズに合っている政策が展開されて

いるのかどうか、この辺は私自身もわかりません。私自身も子育て終わっている世代にな

ってしまったものですから、現実的な今のお母さん方の環境やそういうことをよく理解も

していません。情報も入ってきませんからわかりませんけれども、なかなかそういう意味

で、これらの政策をですね、恩恵を受ける人方と言いますか、受皿になる人方のですね、

意見がどれだけ反映されているのかというのは、私は共通しているような気がするんです

ね。先ほど言った商工振興についてもそうですし、交流事業についてもそうですし、そし

て、子育て支援についてもそうです。一生懸命行政が抱えてやろうとしていることはよく

わかるんですが、それを受け取る方のニーズと本当に合っているのかどうか、その辺がや

はり大事なことではないかと感じていますので、その辺についての見解を伺います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、何点かご指摘をいただきました。町長の目玉施策として、大半というか、Ｂ評価に

なっているということでのご指摘でありますけれども、こんなふうに考えていただければ

というふうに思っています。これは２５年度末での評価であります。これは当然２６年度

に、今年度に継続しているものもあります。その中で、２６年度で評価するものについて

は、この中でＢ評価の部分がほとんがＡ評価に変わるということでですね、ご理解をして

いただければというふうに思っています。それと、今、議長から指摘いただきました、町

の要するに施策を進める中で、受皿として、そして、住民の皆様方のニーズに応えられた

施策になっているかというのは、これは本当に重要なポイントになろうかというふうに思

っています。それで、私はここにあえて商工振興で全てＢランクにしたのは、私は今２３

年からこの立場に就かせていただいて、なかなか知内町の商工振興をどう進めていくかと

いうことをずっと悩んできておりまして、その中で、林業振興の部分については、１つの

地場材振興ということで方向性を見いだしてもらえたというふうに思っています。そうす

ると、次は商工振興ということで、一般質問にもお答えしましたけれども、交流事業の拡

大によって、そして、知内町に来ていただく人方を要するに増やすことによって、商工振

興が図られていくんだろうという今、考え方をしています。ですから、２５年度について

は、その方向性を示させていただきました。そして、２６年度についても、その部分の準

備を進めさせてもらいました。次の行政を担わせていただけるのであれば、更にそこの部

分を実績を上げるための努力をしていきたいということで、商工振興というのは、知内町

のまちづくりの中で、要するに大きなポイントになろうというふうに思っています。です

から、今までは、農業・漁業については、ある程度、基盤整備がされてきたんだろうと思

っています。それから、林業についても、１つの地場材振興ということで、基盤の整備が

図られつつあると、まだ途中であります。そして、商工振興というのは、これから今、手

を付けさせていただいて、知内町独自の商工振興策を練っていければなというふうに考え
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ておりますので、当然そのニーズというものを的確に、そのために町民の皆様方と多くの

意見交換の場を作らせていただければというふうに思っていますので、ご理解をいただけ

ればと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

もう１点だけお尋ねします。関連するのですが、商工業の振興についてお尋ねするので

すが、漁業や農業の場合はですね、それなりの受皿となる客体といいますか、経営体がた

くさんまだ残っていますから、振興策によって頑張ってこれる経過があります。しかし、

今、知内の商工業の現状をみますと、この町長の執行方針にも書いてあるとおり、町外量

販店の購買客の流出だとかですね、製造業等についても□□の減少等でかなり減少してき

ていると。先行きも非常に不透明な部分があると。特に商工業者、小売業ですね、そうい

う部分については、ほとんどもう町内になくなってしまっているわけですね。そこで、様

々な手を打っても、残念ながら受皿となる方がもういらっしゃらない状況なわけです。今、

町長が言われたとおり、交流事業等では、外からお客さんが入ってくる状況は少しずつで

すが、私は生まれつつあるだろうと思うのですが、やっぱりその受皿になるものがないで

すから、新たに起業するという方を作らない限りですね、この部分はなかなか難しいんだ

ろうと思います。それから、もう１つは、交流事業で一番感じることですが、これは前か

らも町長にもお話しているのですが、スポーツのイベントなんかをやると、お客さんが入

って来ます。確かに。でも、大型バスが車で来てですね、それぞれのイベントに参加して、

すっと帰っちゃうと。結局、地元に何もお金を落としていかないということになるわけで

すね。入り込み客がある割には、地元にお金が落ちていかない。このことは、先般町長と

一緒に函館市内にあった日本総研の藻谷主任研究員の講演でもありましたけれども、函館

は沖縄の例を取りまして、同じ３００万人が観光客として来ているんだと。沖縄に行った

お客さんが落としたお金の８割から９割は沖縄にお金が落ちていくよと。だけど、函館に

来たお客さんは、せいぜい１００円払っても２割しか地元に残らないんだと。１つの例と

して、函館の旅館でカニを食べても、そのカニは稚内や釧路のカニでしょうと。函館で捕

れたカニではないから、全部それは外に流れてしまうんだというお話をされていました。

本当にそのことを聞きながらですね、知内の交流の事業もですね、お客さんをいくら呼ん

だとしても、地元に残るお金のシステムを作らない限りですね、それは何も成果になって

いかないというんですが、私もそれを非常に感じたわけですが、今後、そういう点でです

ね、交流事業を通じながら、地元にどうお金を落としていくというシステムを作り上げて

いくのが、これが非常に大きな今後の課題だと思うのですが、この点だけ最後に町長にお

尋ねします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今の件については、以前からご指摘をいただいておりまして、如何に地元に来てくれた

人方がお金を落としてもらって、経済活性ができるかということであります。それで、先

般というか、今定例会のときにもお話をさせていただきましたけれども、知内町独自の循

環型の社会を構築できればということをあえて、文言として入れさせていただいてるのが

そこの部分であります。ですから、今回、先般、今、議長も言っていただきましたけれど

も、まさしく藻谷浩介先生の言い方というのは、道路が整備したとしても、要するに人口
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が増えますかという話をして、まさしくそうなんだろうというふうに思っています。です

から、私は今、新規事業を手がける段階で、如何に地元にその部分が還元できるか、そし

て、新規の雇用ができるか、その辺をきちんと見極めながらということを言わせていただ

いておりますのけれども、そういうことは絶対必要なんだろうというふうに思っています。

ですから、私は今これから交流事業を拡大したいということを言わせていただいています

ので、受皿づくりということを絶対必要だと思っています。それで、今、交流センター、

これも限界があります。それから、今、町内の民宿、旅館の人方というのは、北電の点検

があると、満杯状態になるということもあります。そんな中で、どういうふうにそれを受

皿として地域にその部分を還元できる形ができるかということは、大きな課題だというふ

うに思っています。その中で１つ、これは以前から話をさせていただいていますけれども、

旧中の川小学校の利活用、これも１つの要するに交流事業を進める中では、大きな拠点施

設になり得るんだろうというふうな考え方をしていますので、いろいろとその辺、商工会

の会員の皆様方との要するに話し合いをさせていただいて、受皿づくりをどうするか。そ

れで、今回来てもらっていても、弁当、来てもらう人方というのは、弁当安い方がいいん

ですよ。５００円、６００円で。ところが、地元の要するに企業の人方は、５００円、６

００円の要するに弁当というのは、なかなか難しいという。ですから、来てくれた人方が

ですね、函館の要するに業者に運んでもらって対応しているという部分も実はあるんです

ね。ですから、その辺は、地元に来てもらったらこういう弁当を要するに提供しますよと

いう、そういう連携ができれば、その部分が地元に還元できるということでありますので、

その受皿づくりというのは、絶対必須条件だと思っていますので、これは積極的に商工会

の皆様方、そして、観光協会の皆様方と協議をさせていただければというふうに思ってい

ますので、ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかに総括質疑ございませんか。

質疑がないようですから、これで総括質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

私は反対討論を申し上げたいと存じます。スポーツ交流を町長のまちづくりの大きな目

玉の施策として野球交流を続けておるところでございますけれども、私は交流事業は大い

にやるべきだと以前から主張しておりました。ただ、毎年度、同じことを主張しておりま

す。それらに関わる経費は当然公費で賄うべきで、結果的にほかの団体に経費を負担させ

るということ自体がですね、地方財政法の第４条の第５項、さらには、同じ条例の中の２

７条の第４、第５に抵触する恐れがある。そういうことから、私はこの認定には反対する

ものでございます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

そのほか賛成の討論のある方ございませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

私は賛成をしたいと思います。今回の部分でも一般会計の部分でやっぱり町の職員の方、

そして、町長トップとして、皆さん一生懸命努力して、黒字経営ということになりますの

で、私は賛成をしたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）
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そのほか討論ございませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第１号を採決します。この決算は、原案のとおり認定すべきものと決定す

ることに賛成の方は、起立を願います。

（ 起立多数 ）

起立多数であります。したがって、認定第１号、平成２５年度知内町一般会計歳入歳出

決算について、認定すべきものと決定を致しました。

● 認定第２号 平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に日程第２、認定第２号、『平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について』を議題と致します。

ここで監査委員の審査意見の説明を求めます。

村上代表監査委員。

◎ 代表監査委員（村上 壽）

監査委員の村上です。平成２５年度の国民健康保険事業特別会計の審査の結果を報告さ

せていただきます。意見書の２０ページをお開き願いたいと思います。

（１）決算規模でございますが、平成２５年度の国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の歳入総額が６億３，１８８万４千円、歳出総額は６億１，１８５万４千円で、対前年

度比では、歳入６．２％、歳出は８．６％、それぞれ減となっております。本年度の実施

収支は、２，００３万円の黒字となり、これから前年度の実質収支を差し引いた単年度収

支は、１，５７２万４千円の黒字となっております。過去５年間の歳入歳出決算状況につ

いては、下の表１６のとおりとなっておりますので、後ほどお目通しをしていただきたい

と思います。

次に決算状況ですが、①歳入、②歳出については、ご覧のとおりなっておりますので、

後ほどお目通しをいただき、２２ページの収納状況について述べさせていただきたいと思

います。平成２５年度における保険加入世帯、年間平均ですが、７９７世帯で、平成２６

年３月末における町全世帯数の２，０７９世帯となっており、加入割合は３８．３％とな

っております。国民健康保険税における収納状況は、調定額が１億８，７４６万円に対し、

収入額は１億６，１４８万円で、収納率は８６．１％、前年度は８０．０％となっていま

す。そのうち、現年分が調定額が１億５，２１８万４千円に対し、収入額が１億４，６５

９万４千円で、収納率は９６．３％、前年度が９４．４％となっており、滞納分は調定額

が３，５２７万５千円に対し、収入額が１，４８８万６千円で、収納率が４２．２％、前

年度が３１．７％となっております。現年度の収入額は、前年度と比較しまして、６６７

万７千円の減で、滞納分の収入額は対前年度比３９万５千円の減となっております。不納

欠損処分額については、３件で１４０万８千円となっている。十分な財産調査等を行い、

回収の見込みのないものなどを整理した中で、徴収困難であることが明らかなものについ

ては、やむを得ないものと認められます。道内の景気回復は遅れております。納税環境の

改善が見られない現状にある中、被保険者の高齢化、医療の高度化等により保険給付金の
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抑制に対処するため特定健康診査をはじめとする保健事業の推進や税負担の公平性の観点

からも、保険料の収入未済額の督促、差押え等の滞納処分の強化などの対策を図り、より

一層、収入未済額の縮減に向け引き続き努力をされていただきたいと思います。以上でご

ざいます。よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

監査委員の審査意見の説明が終わりました。

これから、監査委員の審査意見に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、監査委員の審査意見に対する質疑を終わります。

次に歳入歳出決算書に基づく、決算内容を歳入歳出一括説明を願います。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、ご説

明致します。

各会計の歳入歳出決算書の附表の見だし１の７ページをお開きください。見だし１の７

ページです。なお、実質収支等につきましては、監査委員等から説明がありましたので、

省略させていただきます。

それでは、歳入から説明致します。①の収入額の１款国民健康保険税から１１款諸収入

までの合計につきましては、６億３，１８８万４千円となっております。不納欠損額につ

いては、３件の１４０万８千円となっています。

次に歳出の①支出済額の主なものを説明致します。２款保険給付費３億９，５３９万４

千円、前年度対比５，１０６万４千円の減で、１１．４％下がっています。

次に３款後期高齢者支援金等については、７，８４４万３千円で、前年度対比で２７２

万５千円の増で、３．６％上がっております。

６款介護納付金が３，５３４万８千円、前年度対比で１０万２千円の減。

７款共同事業拠出金８，４５６万５千円、前年度対比で７７３万３千円の減で、８．４

％下がっています。

歳出総額は６億１，１８５万４千円となっております。なお、被保険者数につきまして

は、１，４９５人、前年度対比４３名の減となっております。世帯数は７９７世帯であり

ます。平成２５年につきましては、保険給付費の減収によりまして、基金の取り崩しをし

なくて済みました。基金残高については、３，２１７万１千円となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

説明が終わったので、これから歳入歳出一括質疑を行います。

質疑ございませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

実績報告書を見ますと、うちの町の形体が出ているのかなと思ってちょっと、若い方は

下がっているんですけれども、退職者とか高齢者の方は、対前年比が１５０％とか３００

％とかという結構数字が上がっているものですから、その辺についての今後、これからで

すね、うちの町は高齢化が進むということで、この対策をどのようにまず、進めて考えて

いくのかなと、説明お願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。
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◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。若い人の国保の加入者はですね、年々減っている状況にありますけれ

ども、先ほど言いました高齢者の部分では、増えている現状があります。それで、２４年

度分と先ほど監査委員からありましたけれども、医療費については、減少傾向にあります。

それで、一般のですね、要因とすればですね、高額医療費だとか、療養給付費、この部分

が減っていまして、後期高齢者の部分、先ほど言いましたとおり３．６％、後期高齢者の

医療分ということで増えていますけれども、この対策についてはですね、今の現状の保険

料、今年上がりましたけれども、それによって、今２千万円の繰越金となっていますけれ

ども、基金も３千万円、先ほど言いました基金も３，２００万円ある部分がありますので、

その辺を今後見据えてですね、やっていきたいなというふうに思っています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

聞き方が悪かったのか、この１２ページの方を見ますと、退職療養費とかそういう形で、

下の方を見ますと、高額療養費とかでもパーセント的にかなり大きくなっていますが、そ

の辺の対策をどのように考えているのかなということをお聞きしたんですけれども。実績

の報告書の部分で。

◎ 委 員 長（森永 勉）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 ２時５６分 ）

（ 再開 午後 ２時５７分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

会議を再開致します。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

私の方から代わってご説明をさせていただきたいと思います。先ほど７番委員さんのお

尋ねでありますけれども、３月の予算委員会、定例会の際の実績報告書の方の１２ページ

のことかというふうに思いますけれども、それで、実は国保の保険給付費全体では、２４

年度と比べて、２５年度、この実績の段階では、見込みではございますけれども、２４年

度と比べて、医療費総体では下がっております。ただ、退職療養給付費が前年と比べて少

し増えているという要因はですね、実は一般療養給付費と違って、退職療養給付費という

のは、非常に分母が小さいわけです。一般の療養給付費、ここの資料にもありますとおり、

被保険者自体が１，４００、５００いますけれども退職療養給付費の退職者というのは、

実は８０名ほどしかございません。そういう中で、１人の方が入院とかして、医療費がか

かりますと、ぼんと１回保険給付費が跳ね上がるというようなことで、これにつきまして

は、その年度、年度で相当医療費の大きなばらつきが生じるということでございまして、

トータルとしては、保険活動等のこともあって、少しながら保険給付費は下がっていると

いう状況でございます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

あと質疑ございませんか。１０番。

◎ １０ 番（伊藤政博）

毎年聞くんですけれども、いつもちょっと理解ができなくて、もう一回、お尋ねします。

附表の７ページ見ています。この中で、支出の歳出の部分ですね、後期高齢者支援金が７，
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８００万円、支出済額出ていますよね、それで、歳入の部分を見ますと、約３千万円程度

が国民健康保険税の中からその部分があるわけですね。同じく介護保険の納付金の部分も

３，５００から３，４００万円の支出ですが、この財源のうちの１，３３０万円程度が国

民健康保険税の中に含まれているということです。そうすると、それぞれの差額が後期高

齢者で約４，８００万円くらいかな、それから介護保険で２，２００万円くらい、合わせ

て７千万円くらいがですね、収入よりも支出の方が多いという結果なんですが、その７千

万円は、丸々国民健康保険税から出てきているのか、そのうちのいくらかは、道や国のあ

るいは、共同支援機構か何かから財源の振り分けがあるのかどうか、この点をお尋ねしま

す。そして、もし７千万円丸々医療費の分の保険料から出ているのであれば、もう少し改

善する方策というはないものか、ということが逆にいうと、国民健康保険税を上げれとい

うことになってしまうんですけれども、システム的にこういうものなのかどうか、この辺

のからくりというか、仕組みについて、お尋ねします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

大変、申し訳ございません。私の方から代わってご説明致します。ちょっと不確かな部

分もあるんですけれども、考え方としては、国民健康保険税が今、一般医療分と介護部分、

後期高齢者支援金分ということで、それぞれ３本立てで徴収をさせていただいております。

そして、その中から当然のことながら、後期高齢者支援金、介護納付金ということで出し

ていっていると。それで、実際にはそれぞれ歳出の部分で実際にかかっている分とそれと

保険税として入ってくる分との見合いということの中で、実は国民健康保険税も必要に応

じて税率の見直しはしているんですが、実は後期高齢者の保険料自体は２年に１回の医療

費を算定して見直しをかけています。それと、介護保険料については、３年ごとの計画策

定に合わせて見直しをかけていくという状況でございますので、その都度、かい離は少し

ずつでも埋めていくということの工夫はそれぞれしているのですが、現実的には負担の関

係もあって、そう抜本的な見直しというのは難しいということで、それで、今、時点では、

今、議長がおっしゃったように、実はかい離がまた少し出てきているのかなという気がし

ています。それで、今、ご指摘の差額部分の考え方でありますけれども、ちょっと詳しい

ことはあとで担当の方から時間をいただいて説明をさせていただきたいと思いますけれど

も、先ほど７千万円という話がありましたけれども、私の記憶では、その２分の１が実際

には国保会計からの負担になるのかなというふうに思っております。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

そのほか質問ございませんか。議長、そしたら、この部分終わってからでもいい。

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ございませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第２号を採決致します。

この決算は原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方は起立願います。

（ 起立多数 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

起立多数であります。したがって、認定第２号、平成２５年度知内町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算については、認定すべきものと決定を致しました。
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● 認定第３号 平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に日程第３、認定第３号、『平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について』を議題と致します。

お諮り致します。監査委員の審査意見及び質疑は省略したいと思います。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、このように取扱いを致します。

次に歳入歳出決算書並びに主要施策事業等説明資料の１３ページに基づき、決算内容を

歳入歳出一括説明を願います。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

青い見だし１、附表の９ページでございます。平成２５年度知内町公共下水道事業特別

会計決算について、ご説明致します。

実質収支に関する調書につきましては、決算総括表でご説明ございましたので、省略を

させていただきます。

平成２５年度公共下水道事業特別会計決算書。

なお、歳入につきましては、収入済額、歳出につきましては、支出済額でご説明致しま

す。

まず、（１）歳入でございます。１款使用料及び手数料３，７２６万６千円、２款国庫

支出金３０５万円、３款繰入金１億３，８７０万円、４款繰越金２７万４千円、歳入合計

１億７，９２９万円でございます。

続きまして、歳出でございます。１款総務費７，０６１万４千円、２款公債費１億８０

７万５千円、歳出合計１億７，８６８万９千円でございます。

次に主要施策を説明させていただきます。赤い見だし４の１３ページをお開きください。

１３ページ、一番上の段でございます。公共下水道事業特別会計、１款総務費、１項総務

管理費、２目施設維持費で、クリーンセンター電気設備更新計画策定目的と致しまして、

公共下水道長寿命化計画策定業務委託を４７０万４千円で実施しておりました。以上で説

明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

説明が終わりましたので、これから歳入歳出一括質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第３号を採決します。

この決算は原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方は起立を願います。
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（ 起立多数 ）

賛成多数であります。したがって、認定第３号、平成２５年度知内町公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算については、認定すべきものと決定を致しました。

ここで暫時休憩を致します。２０分まで。

（ 休憩 午後３時０６分 ）

（ 再開 午後３時２０分 ）

◎ 委 員 長（森永 勉）

それでは、会議を再開致します。

先ほど議長からの質問のお答えを致します。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

先ほど議長からお尋ねのありました国保会計の中の介護納付金、あるいは、後期高齢者

支援金分の税で徴収した分とのかい離の部分でありますけれども、先ほどご説明致しまし

たとおり、基本的には、税で集めたものと収める部分のかい離が今７千万円ほどあると。

基本的には、２分の１が国・道から入ってくる。ですから、残り２分の１が微妙に若干の

ずれはありますけれども、基本的にはそんな考え方で、残り２分の１が町の国保税の一般

分から出ていくと形になっています。ですから、このかい離を小さくするということにな

ると、負担を増やさざるを得ないという状況、その辺が今、これからまたどういうふうに

していくかということは検討しなければならないというふうに思っています。以上です。

● 認定第４号 平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出決

算認定について

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に日程第４、認定第４号、『平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計

歳入歳出決算認定について』を議題と致します。

お諮り致します。監査委員の審査意見及び質疑は省略したいと思います。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、そのように取り扱い致します。

次に歳入歳出決算書に基づき、決算内容を歳入歳出一括説明を願います。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

平成２５年度農業集落排水施設整備事業特別会計決算についてご説明致します。

青い見だし１の附表１０ページをお開きください。平成２５年度農業集落排水施設整備

事業特別会計決算説明書に基づいてご説明致します。歳入につきましては、収入済額、歳

出に関しましては、支出済額でご説明致します。

まず、（１）歳入、１款使用料及び手数料２６９万円、２款繰入金３，４７９万５千円、

３款繰越金４４万５千円、歳入合計３，７９３万円でございます。

続きまして、歳出でございます。１款総務費８４３万８千円、２款公債費２，８９４万

４千円、歳出合計３，７３８万２千円でございます。以上で説明を終わらせていただきま

す。よろしくお願い致します。
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◎ 委 員 長（森永 勉）

説明が終わったので、これから歳入歳出一括質疑を行います。

質疑ありませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

課長、簡単なことを聞くんですけれども、未収入の６千円というやつ、これ何とかなら

ないものだったんですか。その辺について、お願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

滞納繰越２件分６千円でございます。これは滞納分徴収かなりしつこく会いに行ったん

ですが、会えなくて結局繰り越してしまったと。これにつきましては、もう既に徴収で回

収されておりますので、来年度以降につきましては、この辺、十分に件数少ないものです

から、十分注意して滞納繰越のないように対応したいというふうに考えております。

◎ 委 員 長（森永 勉）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ございませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第４号を採決します。この決算は原案のとおり認定すべきものと決定する

ことに賛成の方は起立を願います。

（ 起立多数 ）

賛成多数であります。したがって、認定第４号、平成２５年度知内町農業集落排水施設

整備事業特別会計歳入歳出決算については、認定すべきものと決定を致しました。

● 認定第５号 平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に日程第５、認定第５号、『平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について』を議題と致します。

お諮りします。監査委員の審査意見及び質疑は省略したいと思います。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、このように取り扱い致します。

次に歳入歳出決算書に基づき、決算内容を歳入歳出一括説明願います。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算について説明致します。

附表の見だし１の１１ページをお開きください。なお、実質収支につきましては、省略

をさせていただきます。

収入の収入済額から説明させていただきます。保険事業勘定の１款保険料７，４８３万
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３千円から９款諸収入までの収入合計額は４億７，２６６万９千円となっております。

次に保健事業勘定と介護サービス事業勘定３３６万２千円を合わせまして、総合計は４

億７，６０３万１千円でございます。

次に歳出の支出済額を説明致します。保険事業勘定の２款保険給付費につきましては、

４億８０２万１千円で、前年度対比で１，７４６万２千円の増となっております。合計に

つきましては、４億６，８２０万６千円となっております。介護サービス事業勘定、１款

諸支出金につきましては３３６万２千円で、保健事業勘定と合わせまして、４億７，１５

６万８千円となっております。基金の残高については２，３２４万７千円で、前年度対比

で７５７万円の増となっております。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお

願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

説明が終わりましたので、これから歳入歳出一括質疑を行います。

質疑ございませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

監査意見書の中の１８ページになるんですけれども、今回、不納欠損で１１０万８千円

落としていますけれども、これ介護保険料の部分で２３と一番数字が多いんですけれども、

この辺の要因はどのような形でこういうふうになったのか、まず、お知らせ願いたいと思

います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。不納欠損の１１０万８，４３７円の関係でございますけれども、２３

名ということで、この関係につきましては、いろいろ時効が保険料ですので２年というこ

とです。それで、内訳としまして、その間調べてですね、５名の方が亡くなっております。

それと、そのほかの１８名のうち時効ということで、平成１６年から２３年の部分が９８

万４，４００円と、そのうちの生保が３名、それから転出が２件というふうになっており

ます。以上でございます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

もう１回ちょっと。５名の方が亡くなって、あとの１８名ですか、１８名の方がその内

訳がちょっとわからなかったんですが、もう一度。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

５名の方が死亡です。そのほかに平成１６年から２３年度分の時効ということで、これ

が１８名、そのうちの１８名のうち生活保護でちょっと困窮者ということで３名、転出者

でこちらの方からいろいろ調べて追ったんですけれども、２名の方がもう転出されて、町

外に出たということで、その分でございます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

１８名の方で、１６年から２３年まで、なかなかこの部分では、回収ということは努力
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したんですけれども、なかなか現実的には難しかったということで理解していいんですね。

それから、２名の方は町外に転出したということで、この辺についてのその前に把握する

ことはできなかったのか、その辺について、どうなんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明します。かなり担当の方でですね、うちの転出証明を持っていったときに、うち

から督促だとか、催告状出しているんですけれども、納付書も入れながらやっているんで

すけれども、なかなか転出した場合ですね、収めてもらえないと。それで時効になったわ

けでございます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そういうふうになりますと、午前中のあれでないですけれども、それこそ整理回収機構

の方にお願いをして、追跡という形とか、そういう処置は取れなかったんですか。相手が

どこに転出かとわかっているのでありましたら。その辺どうなんですか、町としては。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。滞納機構の方はですね、税ですので、料の方は後期高齢者も含めてや

っていないというふうになっております。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そしたらですね、その２名の方についても、やはり転出した先はきちんと判明している

と理解してよろしいんですね。それでもやっぱりいくらやっても支払に応じてくれないと

いうことで理解してよろしいんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。保険料ですので、時効完成が２年ですので、その間ですね、分納誓約

だとか、そういうものでいろいろやっているんですけれども、途中で転出されて、こちら

の方から督促だとか、催告状、送付したわけなんですけれども、先ほども言いましたとお

り、納付できなかったと、そういうことです。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

それでしたらですね、町としてはですね、今２年で時効といいますけれども、そういう

形の督促とかそういうものをずっと出していれば、時効というものは発生しないのではな

いですか。その辺、どうなんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）
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ご説明致します。督促だけではですね、期限が来ちゃうと要するに時効になります。そ

れで、分納誓約というのがありまして、これで何とか引き継ぐという形で、そういう形で

分納誓約を何年まで払ってもらうとか、毎月いくら払ってもらうとか、そういう形で、一

応、保険料の部分はまだ滞納の部分はありますけれど、これは分納誓約ということで、や

っております。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

分納誓約、２名の方については、全然取れないと私は理解したんですけれども、それで

もって２年でどうのこうのという形の課長からの回答を得たんですけれども、その辺につ

いてですね、やはり町としてもそういう法律的なものを逆に逆手に捉えているのかなと私

は思うんですけれども、それは町としてもきちんとした請求なりずっとやっているうちは、

私は手続踏んでやっているうちは、時効とかそういうものは発生しないと思うんですけれ

ども、その辺についてどうなんですか。何回もしつこいようですけれども。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。先ほど言いました。努力しないわけではないんですよね、担当として。

先ほども言いましたとおり、転出先の方に督促だとか、督促は１回なんですけれども、催

告、毎月出しながらやっていますけれども、それにも関わらず、納付してもらえないと、

そういうことになっていますが、それで２年過ぎちゃうと、時効というふうになりますの

で、それで不納欠損という形に落としたわけです。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第５号を採決します。この決算は原案のとおり認定すべきものと決定する

ことに賛成の方は起立願います。

（ 起立多数 ）

起立多数です。したがって、認定第５号、平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳

出決算については、認定すべきものと決定をしました。

● 認定第５号 平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に日程第６、認定第６号、『平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について』を議題と致します。

お諮りします。監査委員の審査意見及び質疑は省略したいと思います。
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ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、そのように取り扱い致しました。

次に歳入歳出決算書に基づき、決算内容を歳入歳出一括説明願います。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明致します。

附表の見だし１の１２ページをお開きください。実質収支につきましては、省略をさせ

ていただきます。

収入の収入済額から説明致します。１款の後期高齢者医療保険料につきましては、３，

１３６万８千円、３款の繰入金につきましては、２，３６０万円、４款繰越金４８万円、

６款広域連合支出金を含めた歳入合計額５，５５１万２千円となっております。

次に歳出の支出済額を説明致します。１款総務費につきましては、２０８万２千円、２

款の後期高齢者医療広域連合納付金が５，２６８万円で、前年度対比で２９１万６千円の

減となっております。３款諸支出金につきましては、４８万円で、合計額は５，５２４万

２千円となっております。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

説明が終わりましたので、これから歳入歳出一括質疑を行います。

質疑ございませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

また不納欠損のこの部分で６件発生していて、内容的には前と同じような形で理解して

よろしいですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。後期高齢者の６件ですけれども、この内訳としまして、２名の方が亡

くなりまして、納めてもらえないと。そのほかの部分は、困窮者により時効ということで

４件になっております。以上でございます。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

不納欠損、未収入の７８万２千円、これはどのような内訳でこの金額になっているのか、

まず、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

衛生係長、松本。

◎ 衛生係長（松本泰行）

お答えします。平成２５年度分の保険料の単純に一般の繰越です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ちょっと聞き取れないようなので、もっとあっさり。

◎ 衛生係長（松本泰行）

７８万２千円の内訳ですね、単純に保険料の一般の滞納繰越分です。２５年度分です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

２５年度の未収入額の内訳でしょう。



- 65 -

◎ 衛生係長（松本泰行）

何でということですね。何でというのはですね、額が多い方で、実はですね、前年度分

の所得判明によって。１６名分です。１６名分でですね、２名の方がですね、前年度分の

所得の判明によって、額が大きかったということで、額的には７８万２千円というふうに

なっています。１６名です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

２名分の方ということは、これは確か所得が多いということですね、それで、その反動

で今回、この金額が跳ね上がってきたという形で理解してよろしいですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

衛生係長。

◎ 衛生係長（松本泰行）

所得が多いものと、もう１つはですね、所得の申告で前年度分のものを申告漏れがあっ

たということで、税でいうと追徴ですね、２名いたということです。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

７８万２千円のうち、２名の方の金額は、このうちどのくらいの金額になって、あとの

残りの１４名の方の金額的なものは、どういうふうな形のものなのか、お知らせ願いたい

と思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。先ほどの７８万２千円の関係で、多い方というのは、１人でですね、

普通徴収の方ですので、１期、２期、３期、４期とありますけれども、その積み重ねの金

額ですので、それで金額が例えば、１人は１７万円くらいが積み重なっているという、そ

ういうふうになっています。もう１人の方もだいたい１２・３万円ということで、この２

件がですね、今、言った部分の多い方でございます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今、言いましたように、最終的にこの金額というものは、回収見込みはきちんとした形

でできるんですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。それで、うちの担当の方でですね、この方とお会いしまして、分納方

式で、額が大きいものですから、分納方式で今現在、２６年度収めてもらっていますので、

滞納するということは、ないと思われます。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）
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１４名の少額の方も同じような形でということで理解してよろしいですか。２人で１９

万円ですから、そのほかの金額の方々は、同じような形の分納とか、そういう形で回収見

込みはできるということで理解してよろしいですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。今の７番委員さんのいうとおり、あとの１４名の方もそういう形で分

納方式で収めてもらっていますので、回収できるというふうに思っています。以上です。

◎ 委 員 長（森永 勉）

ほかに質問ございませんか。

（「なし」の声あり）

質問がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第６号を採決します。この決算は原案のとおり認定すべきものと決定する

ことに賛成の方は起立願います。

（ 起立多数 ）

起立多数です。したがって、認定第６号、平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算については、認定すべきものと決定を致しました。

● 平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について

◎ 委 員 長（森永 勉）

次に日程第７、認定第７号、『平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定について』を議題と致します。

監査委員の審査意見の説明を求めます。

村上代表監査委員。

◎ 代表監査委員（村上 壽）

平成２５年度知内町水道事業会計決算審査意見書について、報告を致します。

同事業会計については、一般会計に準じて審査を実施しましたので、次の１から４につ

いては、省略させていただきますので、後ほどお目通しをしていただきたいと思います。

それでは、３０ページをお開き願いたいと思います。５の審査意見、（１）の収益的収

入及び支出でございます。平成２５年度の収入総額は、消費税抜きで１億２，４０６万８

千円で、対前年度比３，１９７万４千円、２０．５％の減、支出総額は消費税抜きで９，

２８５万円で、対前度比で２，９１７万１千円、２３．９％の減となっております。純収

益は３，１２１万８千円となり、対前年度比で２８０万４千円、８．２％の減となりまし

た。事業収益、事業費用の主な要因につきましては、説明を省略させていただきますので、

後ほどお目通しをしていただきたいと思います。

次に表２の資本的収入及び支出の状況ですが、資本的収入は消費税込みで５００万５千

円、前年度６２１万２千円で対前年度比１２０万７千円、１９．４％の減となった。支出

においては、消費税込みで５，５３３万６千円、前年度６，９０３万３千円で対前年度比
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１，３６９万７千円、１９．８％の減となり、差引不足額が５，０３３万１千円で、過年

度損益勘定留保資金から４，１１７万１千円及び減債積立金７０７万５千円と当年度損益

勘定留保資金から４，１１７万１千円及び減債積立金７０７万５千円と当年度分の消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２０８万５千円により補填したものでございます。

なお、資本的収入及び支出の状況については、表の２のとおりとなっておりますので、

後ほどお目通しをしていただきたいと思います。

次に（３）の水道料金等滞納の状況でございますけれども、平成２５年度末の水道料金

等滞納状況については、次のページの表５のとおりとなっております。水道料金滞納につ

いては、計画的に分納方式を採っているとともに、個別徴収に鋭意努力しているものの、

平成２５年度末の滞納件数は２４８件、金額で１６１万７千円であり、前年度件数２５８

件、金額１４５万８千円に対し、件数で１０件の減、金額では、１５万９千円の増となっ

ております。なお、閉栓手数料は１２件で２万４千円となっている。これは３月の会計閉

鎖をしている関係上、口座振替、または、個人納付が翌月入金されることになっておりま

すので、実質的には一時的現象となっております。

次の（４）の未払金と（５）預貯金等については、記載のとおりとなっておりますので、

後ほどお目通しをしていただきたいと思います。

次に企業債についてでございますけれども、平成２５年度末未償還残高は、１億１０１

万１千円で、そのうち当年度償還額が７０７万５千円で、２５年度末未償還残高が９，３

９３万６千円となっております。

以上のことから、水道料金の滞納額は、対前年度比で１５万９千円の微増となっている

が、引き続きコスト縮減に取り組み、経営の効率化に努め現行の水道料金の水準を維持し

ながら、安全で安心できる水道水の供給に取り組まれるよう一層望むものでございます。

以上でございます。よろしくお願いします。

◎ 委 員 長（森永 勉）

監査委員の審査意見の説明が終わりました。

これから監査委員の審査意見に対する質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、監査委員の審査意見に対する質疑を終わります。

次に決算書並びに主要施策事業等説明資料の１３ページに基づき、この内容について、

収入支出一括説明を願います。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

水道会計の説明をさせていただきます。紺色の見だし８、水道の１ページをお開きくだ

さい。主要施策については、決算書のあとにご説明させていただきます。

まず、先に決算額の説明をさせていただきます。平成２５年度知内町水道事業決算報告

書。１、収益的収入及び支出の収入でございます。１款水道事業収益、決算額１億３，０

１７万１，０９１円、内訳として、１項営業収益１億２，９０７万８，３７６円、２項営

業外収益１０９万２，７１５円でございます。

次に支出でございます。１款水道事業費用、決算額９，３７５万５，８４６円、内訳と

致しまして、１項営業費用９，０８７万９，６３６円、２項営業外費用として、２８７万

６，２１０円でございます。

次のページ、２ページをお開きください。２、資本的収入及び支出。収入でございます。
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１款資本的収入、決算額５００万４，８１０円。内訳は１項工事負担金で４４６万９，８

５０円、２項他会計補助金で５３万５千円でございます。

次に支出でございます。１款資本的支出、決算額５，５３３万６，１４４円、内訳は１

項建設改良費で４，８２６万１，６０２円、２項企業債償還金７０７万４，５４２円。資

本的収入額が資本的支出額に不足する額５，０３３万１，２９４円は、過年度損益勘定留

保資金４，１１７万１，４３１円。減債積立金７０７万４，５４２円及び消費税資本的収

支調整額２０８万５，３２１円で補てんを致しました。

次に３ページでございます。平成２５年度知内町水道事業損益計算書でございます。１

の営業収益で、（１）の給水収益から（３）のその他営業収益まで、合計で１億２，２９

８万３６０円、２の営業費用は、（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減耗費まで、

合計で８，９９７万３，９７１円、３の営業外収益は、（１）の受取利息及び配当金から

（３）の雑収益まで合わせまして、１０８万７，３２９円、４の営業外費用は、支払利息

として２８７万６，２１０円、経常利益、純利益ともに３，１２１万７，５０８円でござ

います。前年度繰越利益譲与金２２万９９８円と合わせまして、当年度未処分利益の剰余

金３，１４３万８，５０６円となっております。

次のページ、４ページをお開きください。別表１２号は説明を省略させていただきます。

その下別表第１３号、平成２５年度知内町水道事業剰余金処分計算書（案）をご覧くださ

い。当年度末の残高として、未処分利益譲与金が３，１４３万８，５０６円でございます。

そのうち３，１００万円を建設改良積立金に積立てさせていただくことを今回、お願いす

るものでございます。

次のページ、５ページをお開きください。平成２５年度知内町水道事業貸借対照表でご

ざいます。まず、資産の分で固定資産でございます。（１）の有形固定資産から（３）の

投資までの合計が１７億３，３２８万５，６５８円でございます。次に流動資産でござい

ます。（１）の現金預金等から（５）の貸付金まで流動資産合計で３億９７６万６，６９

６円。固定資産、流動資産を合わせた資産合計が２０億４，３０５万２，３５４円でござ

います。

次に負債の部でございます。４の流動負債で（１）の未払金から（４）預り金保証まで

合わせまして、流動負債合計で５７６万１，４９４円。

次に資本の部でございます。５の資本金で、（１）の自己負担金から（２）の借入資本

金までの資本金合計が３億７，９５４万６，０４０円でございます。６の剰余金が（１）

資本剰余金、（２）の利益譲与金を合わせまして、剰余金合計が１６億５，７７４万４，

８１９円、資本金と剰余金を合わせた資本合計が２０億３，７２９万８５９円。負債と資

本を合わせた、負債資本合計が２０億４，３０５万２，３５４円となっております。なお、

６ページ以降の事業報告から１２ページまでの企業債明細までは、説明を省略させていた

だきます。

続きまして、昨年度の主要施策の説明をさせていただきます。赤い見だし説明資料４の

１３ページをお開きください。赤い見だし４の１３ページでございます。平成２５年度主

要施策事業等説明資料でございまして、水道事業会計、１款資本的支出、１項建設改良費、

１目浄水施設改良費で、湯ノ里浄水場改修工事実施設計業務委託ほか５件、総額１，７３

６万２千円で実施しております。２目配水設備改良費では、小谷石・涌元・元町の配水管

の更新工事を合計７５６万円で実施しております。３目営業設備費では、会計システム導

入事業、ミニホイルローダ購入事業、検満メーター更新事業、以上３件、合計を１，８８

７万円で実施しております。４目消火栓設置費では４４７万円の事業費で、消火栓１基を
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新設し、３基を更新しております。以上、水道会計決算のご説明を終わらせていただきま

す。よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（森永 勉）

説明が終わりましたので、これから収入支出一括質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

監査意見の方の３０ページに書いてありますが、今回、有収率の方がちょっと２．８ポ

イント下がったということで、その辺の要因はどのような形で下がったのか、お知らせ願

いたいと思います。

◎ 委 員 長（森永 勉）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

有収率８０％でございます。２４年度に比べて３％ほど数字は悪くなっております。こ

れにつきましては、管渠の経年及び給水管の老朽による漏水が増えたのかなというふうに

考えております。それで、今年度中間もですね、今、夜間の排水量でおよその漏水量を把

握しているんですが、今年度にかけましても、やはり少し昨年度に比べて多いのかなとい

うように私も捉えております。これにつきまして、なかなか２箇所ほど本年度に入りまし

て修繕はしているんですけれども、それでも改善されないというところで、定期的に老朽

化については更新をしていますが、それでもなおかつなかなか漏水箇所の把握ができない

という問題がございます。ですから、来年度はですね、これからの協議なんですけれども、

その辺の漏水箇所特定のためにいろいろと調査用のメーターを付設するだとか、少し対策

を講じないとですね、今現在配水については、何ら問題はないんですけれども、いずれに

しても、２０％ほど漏水しているということですから、何らかの悪影響があるんだろうな

と思いますので、改善を図ってまいりたいと考えています。

◎ 委 員 長（森永 勉）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

確か去年、課長、水道の方でライフラインの何年かかけて総合的に水道の方の管を入れ

替えるという形の計画を何か私、建てたような記憶があるんですけれども、その辺、何も

そういう計画立てていなかったですか。

◎ 委 員 長（森永 勉）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

資産の管理といいますか、今回、会計法変わりましたので、固定資産の整理が進みまし

て、それでやっとどこに何年の管が布設しているというデータが完全にまとまりました。

それに基づきまして、現在、将来にわたってのですね、更新の計画、合わせて更新の金額

がどれほどかかるかという計画を立案中でございます。ただ、その中で、それが完成した

ときには、詳細な更新計画が出てくるんですけれども、現在はわかっている中での漏水箇

所の多いところですとか、年次の古いものについて更新工事を実施しているというところ

でございます。

◎ 委 員 長（森永 勉）
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よろしいですか。そのほかございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ございませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから認定第７号を採決します。

この決算は原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方は起立を願います。

（ 起立多数 ）

賛成多数であります。したがって、認定第７号、平成２５年度知内町水道事業会計譲与

金の処分及び決算については、認定すべきものと決定を致しました。

● 閉会宣言

◎ 委 員 長（森永 勉）

これで本委員会に付託されました案件は、全て終了致しました。

会議を閉じます。平成２５年度知内町各会計決算審査特別委員会を閉会します。

委員の皆様方には、２日間にわたる熱心なご審議をいただき、また、格別のご協力をい

ただきまして、大変ありがとうございます。

なお、このあと、議員控室におきまして、審査意見の取りまとめを行いたいと思います

ので、委員の皆様方にはよろしくお願いを申し上げます。

本日はどうもありがとうございます。

（ 閉会 午後 ４時００分 ）


